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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のアンテナ素子を含み、フレームレートの設定が可能なカプセル内視鏡と信号の送
受信を行う無線通信部と、
　座標とフレームレートとの関係を示す位置データベースを保持する記憶部と、
　前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推
定する位置推定部と、
　前記記憶部が保持する前記位置データベースに含まれる前記座標と、前記位置推定部が
推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である
場合、当該座標に対応するフレームレートを設定するフレームレート設定部と、
　前記距離閾値を変更する距離閾値変更部と、
　前記位置推定部の推定結果に基づいて前記カプセル内視鏡の移動速度を算出する速度算
出部と、
　を有し、
　前記無線通信部は、前記フレームレート設定部が設定した前記フレームレートを示す信
号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、
　前記距離閾値変更部は、前記速度算出部が算出した前記移動速度が第１の速度よりも速
い場合には前記距離閾値の値を大きくし、前記移動速度が第２の速度よりも遅い場合には
前記距離閾値の値を小さくする
　ことを特徴とする体外端末。
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【請求項２】
　複数のアンテナ素子を含み、フレームレートの設定が可能なカプセル内視鏡と信号の送
受信を行う無線通信部と、
　座標とフレームレートとの関係を示す位置データベースを保持する記憶部と、
　前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推
定する位置推定部と、
　前記記憶部が保持する前記位置データベースに含まれる前記座標と、前記位置推定部が
推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である
場合、当該座標に対応するフレームレートを設定するフレームレート設定部と、
　前記距離閾値を変更する距離閾値変更部と、
　前記無線通信部が受信した、前記カプセル内視鏡が撮影した画像データを保存する画像
保存部と、
　前記画像保存部が保存する前記画像データの経時での差分量である画像変化量を算出す
る画像変化量算出部と、
　を有し、
　前記無線通信部は、前記フレームレート設定部が設定した前記フレームレートを示す信
号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、
　前記距離閾値変更部は、前記画像変化量算出部が算出した前記画像変化量が第１の変化
量よりも大きい場合には前記距離閾値の値を大きくし、前記画像変化量が第２の変化量よ
りも小さい場合には前記距離閾値の値を小さくする
　ことを特徴とする体外端末。
【請求項３】
　複数のアンテナ素子を含み、フレームレートの設定が可能なカプセル内視鏡と信号の送
受信を行う無線通信部と、
　座標とフレームレートとの関係を示す位置データベースを保持する記憶部と、
　前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推
定する位置推定部と、
　前記記憶部が保持する前記位置データベースに含まれる前記座標と、前記位置推定部が
推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である
場合、当該座標に対応するフレームレートを設定するフレームレート設定部と、
　前記距離閾値を変更する距離閾値変更部と、
　前記位置推定部の推定結果に基づいて前記カプセル内視鏡の移動速度を算出する速度算
出部と、
　を有し、
　前記無線通信部は、前記フレームレート設定部が設定した前記フレームレートを示す信
号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、
　前記距離閾値変更部は、前記速度算出部が算出した前記移動速度が所定の速度よりも速
い場合には、前記距離閾値に対して予め設定した閾値加算量を加えたものを、前記距離閾
値とする
　ことを特徴とする体外端末。
【請求項４】
　複数のアンテナ素子を含み、フレームレートの設定が可能なカプセル内視鏡と信号の送
受信を行う無線通信部と、
　座標とフレームレートとの関係を示す位置データベースを保持する記憶部と、
　前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推
定する位置推定部と、
　前記記憶部が保持する前記位置データベースに含まれる前記座標と、前記位置推定部が
推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である
場合、当該座標に対応するフレームレートを設定するフレームレート設定部と、
　前記距離閾値を変更する距離閾値変更部と、
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　前記無線通信部が受信した、前記カプセル内視鏡が撮影した画像データを保存する画像
保存部と、
　前記画像保存部が保存する前記画像データの経時での差分量である画像変化量を算出す
る画像変化量算出部と、
　を有し、
　前記無線通信部は、前記フレームレート設定部が設定した前記フレームレートを示す信
号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、
　前記距離閾値変更部は、前記画像変化量算出部が算出した前記画像変化量が所定の変化
量よりも大きい場合には、前記距離閾値に対して予め設定した閾値加算量を加えたものを
、前記距離閾値とする
　ことを特徴とする体外端末。
【請求項５】
　複数のアンテナ素子を含み、フレームレートの設定が可能なカプセル内視鏡と信号の送
受信を行う無線通信部と、
　座標とフレームレートとの関係を示す位置データベースを保持する記憶部と、
　前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推
定する位置推定部と、
　前記記憶部が保持する前記位置データベースに含まれる前記座標と、前記位置推定部が
推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である
場合、当該座標に対応するフレームレートを設定するフレームレート設定部と、
　前記記憶部が保持する前記位置データベースに含まれる前記座標と前記フレームレート
との関係のうち１つを選択する位置データベース選択部と、
　前記位置データベース選択部が選択した前記座標を、前記位置推定部が推定した前記位
置を示す座標に設定する位置データベース設定部と、
　を有し、
　前記無線通信部は、前記フレームレート設定部が設定した前記フレームレートを示す信
号を前記カプセル内視鏡に対して送信する
　ことを特徴とする体外端末。
【請求項６】
　複数のアンテナ素子を含み、フレームレートの設定が可能なカプセル内視鏡と信号の送
受信を行う無線通信部と、
　座標とフレームレートとの関係を示す位置データベースを保持する記憶部と、
　前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推
定する位置推定部と、
　前記記憶部が保持する前記位置データベースに含まれる前記座標と、前記位置推定部が
推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である
場合、当該座標に対応するフレームレートを設定するフレームレート設定部と、
　前記距離閾値を変更する距離閾値変更部と、
　を有し、
　前記無線通信部は、前記フレームレート設定部が設定した前記フレームレートを示す信
号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、
　前記距離閾値変更部は、前記カプセル内視鏡の移動速度が第１の速度よりも速い場合に
は前記距離閾値の値を大きくし、前記カプセル内視鏡の移動速度が第２の速度よりも遅い
場合には前記距離閾値を小さくする
　ことを特徴とする体外端末。
【請求項７】
　前記位置推定部の推定結果に基づいて前記カプセル内視鏡の移動速度を算出する速度算
出部
　を有し、
　前記距離閾値変更部は、前記速度算出部が算出した前記移動速度が前記第１の速度より
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も速い場合には前記距離閾値の値を大きくし、前記移動速度が前記第２の速度よりも遅い
場合には前記距離閾値の値を小さくする
　ことを特徴とする請求項６に記載の体外端末。
【請求項８】
　前記無線通信部が受信した、前記カプセル内視鏡が撮影した画像データを保存する画像
保存部と、
　前記画像保存部が保存する前記画像データの経時での差分量である画像変化量を算出す
る画像変化量算出部と、
　を有し、
　前記距離閾値変更部は、前記画像変化量算出部が算出した前記画像変化量が第１の変化
量よりも大きい場合には前記距離閾値の値を大きくし、前記画像変化量が第２の変化量よ
りも小さい場合には前記距離閾値の値を小さくする
　ことを特徴とする請求項６に記載の体外端末。
【請求項９】
　前記位置推定部の推定結果に基づいて前記カプセル内視鏡の移動速度を算出する速度算
出部
　を有し、
　前記距離閾値変更部は、前記速度算出部が算出した前記移動速度が前記第１の速度より
も速い場合には、前記距離閾値に対して予め設定した閾値加算量を加えたものを、前記距
離閾値とする
　ことを特徴とする請求項６に記載の体外端末。
【請求項１０】
　前記無線通信部が受信した、前記カプセル内視鏡が撮影した画像データを保存する画像
保存部と、
　前記画像保存部が保存する前記画像データの経時での差分量である画像変化量を算出す
る画像変化量算出部と、
　を有し、
　前記距離閾値変更部は、前記画像変化量算出部が算出した前記画像変化量が所定の変化
量よりも大きい場合には、前記距離閾値に対して予め設定した閾値加算量を加えたものを
、前記距離閾値とする
　ことを特徴とする請求項６に記載の体外端末。
【請求項１１】
　複数のアンテナ素子を含み、フレームレートの設定が可能なカプセル内視鏡と信号の送
受信を行う無線通信部と、
　座標とフレームレートとの関係を示す位置データベースを保持する記憶部と、
　前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推
定する位置推定部と、
　前記記憶部が保持する前記位置データベースに含まれる前記座標と、前記位置推定部が
推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である
場合、当該座標に対応するフレームレートを設定するフレームレート設定部と、
　を有し、
　前記無線通信部は、前記フレームレート設定部が設定した前記フレームレートを示す信
号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、
　前記記憶部は、前記座標と前記フレームレートとの関係を示す情報のセットを複数記憶
しており、前記セットのうち第１のセットと第２のセットとでは、前記フレームレートは
異なり、
　前記フレームレート設定部は、前記記憶部が保持する前記位置データベースに含まれる
いずれかの前記座標と、前記位置推定部が推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が
、あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、あらかじめ設定した距離閾値未満である
前記座標に対応するフレームレートを設定する
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　ことを特徴とする体外端末。
【請求項１２】
　カプセル内視鏡と体外端末とを含むカプセル内視鏡システムであって、
　前記カプセル内視鏡は、
　前記体外端末と信号の送受信を行うカプセル通信部と、
　前記体外端末から送信されるフレームレートを示す信号に基づいて画像を撮像する撮像
部と、
　を有し、
　前記体外端末は、
　複数のアンテナ素子を含み、前記カプセル内視鏡と信号の送受信を行う無線通信部と、
　座標とフレームレートとの関係を示す位置データベースを保持する記憶部と、
　前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推
定する位置推定部と、
　前記記憶部が保持する前記位置データベースに含まれる前記座標と、前記位置推定部が
推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である
場合、当該座標に対応するフレームレートを設定するフレームレート設定部と、
　前記距離閾値を変更する距離閾値変更部と、
　前記位置推定部の推定結果に基づいて前記カプセル内視鏡の移動速度を算出する速度算
出部と、
　を有し、
　前記無線通信部は、前記フレームレート設定部が設定した前記フレームレートを示す信
号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、
　前記距離閾値変更部は、前記速度算出部が算出した前記移動速度が第１の速度よりも速
い場合には前記距離閾値の値を大きくし、前記移動速度が第２の速度よりも遅い場合には
前記距離閾値の値を小さくする
　ことを特徴とするカプセル内視鏡システム。
【請求項１３】
　カプセル内視鏡と体外端末とを含むカプセル内視鏡システムであって、
　前記カプセル内視鏡は、
　前記体外端末と信号の送受信を行うカプセル通信部と、
　前記体外端末から送信されるフレームレートを示す信号に基づいて画像を撮像する撮像
部と、
　を有し、
　前記体外端末は、
　複数のアンテナ素子を含み、前記カプセル内視鏡と信号の送受信を行う無線通信部と、
　座標とフレームレートとの関係を示す位置データベースを保持する記憶部と、
　前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推
定する位置推定部と、
　前記記憶部が保持する前記位置データベースに含まれる前記座標と、前記位置推定部が
推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である
場合、当該座標に対応するフレームレートを設定するフレームレート設定部と、
　前記距離閾値を変更する距離閾値変更部と、
　前記無線通信部が受信した、前記カプセル内視鏡が撮影した画像データを保存する画像
保存部と、
　前記画像保存部が保存する前記画像データの経時での差分量である画像変化量を算出す
る画像変化量算出部と、
　を有し、
　前記無線通信部は、前記フレームレート設定部が設定した前記フレームレートを示す信
号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、
　前記距離閾値変更部は、前記画像変化量算出部が算出した前記画像変化量が第１の変化
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量よりも大きい場合には前記距離閾値の値を大きくし、前記画像変化量が第２の変化量よ
りも小さい場合には前記距離閾値の値を小さくする
　ことを特徴とするカプセル内視鏡システム。
【請求項１４】
　カプセル内視鏡と体外端末とを含むカプセル内視鏡システムであって、
　前記カプセル内視鏡は、
　前記体外端末と信号の送受信を行うカプセル通信部と、
　前記体外端末から送信されるフレームレートを示す信号に基づいて画像を撮像する撮像
部と、
　を有し、
　前記体外端末は、
　複数のアンテナ素子を含み、前記カプセル内視鏡と信号の送受信を行う無線通信部と、
　座標とフレームレートとの関係を示す位置データベースを保持する記憶部と、
　前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推
定する位置推定部と、
　前記記憶部が保持する前記位置データベースに含まれる前記座標と、前記位置推定部が
推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である
場合、当該座標に対応するフレームレートを設定するフレームレート設定部と、
　前記距離閾値を変更する距離閾値変更部と、
　前記位置推定部の推定結果に基づいて前記カプセル内視鏡の移動速度を算出する速度算
出部と、
　を有し、
　前記無線通信部は、前記フレームレート設定部が設定した前記フレームレートを示す信
号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、
　前記距離閾値変更部は、前記速度算出部が算出した前記移動速度が所定の速度よりも速
い場合には、前記距離閾値に対して予め設定した閾値加算量を加えたものを、前記距離閾
値とする
　ことを特徴とするカプセル内視鏡システム。
【請求項１５】
　カプセル内視鏡と体外端末とを含むカプセル内視鏡システムであって、
　前記カプセル内視鏡は、
　前記体外端末と信号の送受信を行うカプセル通信部と、
　前記体外端末から送信されるフレームレートを示す信号に基づいて画像を撮像する撮像
部と、
　を有し、
　前記体外端末は、
　複数のアンテナ素子を含み、前記カプセル内視鏡と信号の送受信を行う無線通信部と、
　座標とフレームレートとの関係を示す位置データベースを保持する記憶部と、
　前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推
定する位置推定部と、
　前記記憶部が保持する前記位置データベースに含まれる前記座標と、前記位置推定部が
推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である
場合、当該座標に対応するフレームレートを設定するフレームレート設定部と、
　前記距離閾値を変更する距離閾値変更部と、
　前記無線通信部が受信した、前記カプセル内視鏡が撮影した画像データを保存する画像
保存部と、
　前記画像保存部が保存する前記画像データの経時での差分量である画像変化量を算出す
る画像変化量算出部と、
　を有し、
　前記無線通信部は、前記フレームレート設定部が設定した前記フレームレートを示す信
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号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、
　前記距離閾値変更部は、前記画像変化量算出部が算出した前記画像変化量が所定の変化
量よりも大きい場合には、前記距離閾値に対して予め設定した閾値加算量を加えたものを
、前記距離閾値とする
　ことを特徴とするカプセル内視鏡システム。
【請求項１６】
　カプセル内視鏡と体外端末とを含むカプセル内視鏡システムであって、
　前記カプセル内視鏡は、
　前記体外端末と信号の送受信を行うカプセル通信部と、
　前記体外端末から送信されるフレームレートを示す信号に基づいて画像を撮像する撮像
部と、
　を有し、
　前記体外端末は、
　複数のアンテナ素子を含み、前記カプセル内視鏡と信号の送受信を行う無線通信部と、
　座標とフレームレートとの関係を示す位置データベースを保持する記憶部と、
　前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推
定する位置推定部と、
　前記記憶部が保持する前記位置データベースに含まれる前記座標と、前記位置推定部が
推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である
場合、当該座標に対応するフレームレートを設定するフレームレート設定部と、
　前記記憶部が保持する前記位置データベースに含まれる前記座標と前記フレームレート
との関係のうち１つを選択する位置データベース選択部と、
　前記位置データベース選択部が選択した前記座標を、前記位置推定部が推定した前記位
置を示す座標に設定する位置データベース設定部と、
　を有し、
　前記無線通信部は、前記フレームレート設定部が設定した前記フレームレートを示す信
号を前記カプセル内視鏡に対して送信する
　ことを特徴とするカプセル内視鏡システム。
【請求項１７】
　カプセル内視鏡と体外端末とを含むカプセル内視鏡システムであって、
　前記カプセル内視鏡は、
　前記体外端末と信号の送受信を行うカプセル通信部と、
　前記体外端末から送信されるフレームレートを示す信号に基づいて画像を撮像する撮像
部と、
　を有し、
　前記体外端末は、
　複数のアンテナ素子を含み、前記カプセル内視鏡と信号の送受信を行う無線通信部と、
　座標とフレームレートとの関係を示す位置データベースを保持する記憶部と、
　前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推
定する位置推定部と、
　前記記憶部が保持する前記位置データベースに含まれる前記座標と、前記位置推定部が
推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である
場合、当該座標に対応するフレームレートを設定するフレームレート設定部と、
　前記距離閾値を変更する距離閾値変更部と、
　を有し、
　前記無線通信部は、前記フレームレート設定部が設定した前記フレームレートを示す信
号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、
　前記距離閾値変更部は、前記カプセル内視鏡の移動速度が第１の速度よりも速い場合に
は前記距離閾値の値を大きくし、前記カプセル内視鏡の移動速度が第２の速度よりも遅い
場合には前記距離閾値を小さくする
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　ことを特徴とするカプセル内視鏡システム。
【請求項１８】
　カプセル内視鏡と体外端末とを含むカプセル内視鏡システムであって、
　前記カプセル内視鏡は、
　前記体外端末と信号の送受信を行うカプセル通信部と、
　前記体外端末から送信されるフレームレートを示す信号に基づいて画像を撮像する撮像
部と、
　を有し、
　前記体外端末は、
　複数のアンテナ素子を含み、前記カプセル内視鏡と信号の送受信を行う無線通信部と、
　座標とフレームレートとの関係を示す位置データベースを保持する記憶部と、
　前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推
定する位置推定部と、
　前記記憶部が保持する前記位置データベースに含まれる前記座標と、前記位置推定部が
推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である
場合、当該座標に対応するフレームレートを設定するフレームレート設定部と、
　を有し、
　前記無線通信部は、前記フレームレート設定部が設定した前記フレームレートを示す信
号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、
　前記記憶部は、前記座標と前記フレームレートとの関係を示す情報のセットを複数記憶
しており、前記セットのうち第１のセットと第２のセットとでは、前記フレームレートは
異なり、
　前記フレームレート設定部は、前記記憶部が保持する前記位置データベースに含まれる
いずれかの前記座標と、前記位置推定部が推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が
、あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、あらかじめ設定した距離閾値未満である
前記座標に対応するフレームレートを設定する
　ことを特徴とするカプセル内視鏡システム。
【請求項１９】
　複数のアンテナ素子を含んだ無線通信部が、フレームレートの設定が可能なカプセル内
視鏡と信号の送受信を行う無線通信ステップと、
　前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推
定する位置推定ステップと、
　記憶部が保持する座標とフレームレートとの関係を示す位置データベースに含まれる前
記座標と、前記位置推定ステップで推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、あら
かじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレートを設定する
フレームレート設定ステップと、
　前記距離閾値を変更する距離閾値変更ステップと、
　前記位置推定ステップでの推定結果に基づいて前記カプセル内視鏡の移動速度を算出す
る速度算出ステップと、
　を含み、
　前記無線通信ステップでは、前記フレームレート設定ステップで設定した前記フレーム
レートを示す信号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、
　前記距離閾値変更ステップでは、前記速度算出ステップで算出した前記移動速度が第１
の速度よりも速い場合には前記距離閾値の値を大きくし、前記移動速度が第２の速度より
も遅い場合には前記距離閾値の値を小さくする
　ことを特徴とするカプセル内視鏡制御方法。
【請求項２０】
　複数のアンテナ素子を含んだ無線通信部が、フレームレートの設定が可能なカプセル内
視鏡と信号の送受信を行う無線通信ステップと、
　前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推
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定する位置推定ステップと、
　記憶部が保持する座標とフレームレートとの関係を示す位置データベースに含まれる前
記座標と、前記位置推定ステップで推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、あら
かじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレートを設定する
フレームレート設定ステップと、
　前記距離閾値を変更する距離閾値変更ステップと、
　前記無線通信ステップで受信した、前記カプセル内視鏡が撮影した画像データを保存す
る画像保存ステップと、
　前記画像保存ステップで保存する前記画像データの経時での差分量である画像変化量を
算出する画像変化量算出ステップと、
　を含み、
　前記無線通信ステップでは、前記フレームレート設定ステップで設定した前記フレーム
レートを示す信号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、
　前記距離閾値変更ステップでは、前記画像変化量算出ステップで算出した前記画像変化
量が第１の変化量よりも大きい場合には前記距離閾値の値を大きくし、前記画像変化量が
第２の変化量よりも小さい場合には前記距離閾値の値を小さくする
　ことを特徴とするカプセル内視鏡制御方法。
【請求項２１】
　複数のアンテナ素子を含んだ無線通信部が、フレームレートの設定が可能なカプセル内
視鏡と信号の送受信を行う無線通信ステップと、
　前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推
定する位置推定ステップと、
　記憶部が保持する座標とフレームレートとの関係を示す位置データベースに含まれる前
記座標と、前記位置推定ステップで推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、あら
かじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレートを設定する
フレームレート設定ステップと、
　前記距離閾値を変更する距離閾値変更ステップと、
　前記位置推定ステップでの推定結果に基づいて前記カプセル内視鏡の移動速度を算出す
る速度算出ステップと、
　を含み、
　前記無線通信ステップでは、前記フレームレート設定ステップで設定した前記フレーム
レートを示す信号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、
　前記距離閾値変更ステップでは、前記速度算出ステップで算出した前記移動速度が所定
の速度よりも速い場合には、前記距離閾値に対して予め設定した閾値加算量を加えたもの
を、前記距離閾値とする
　ことを特徴とするカプセル内視鏡制御方法。
【請求項２２】
　複数のアンテナ素子を含んだ無線通信部が、フレームレートの設定が可能なカプセル内
視鏡と信号の送受信を行う無線通信ステップと、
　前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推
定する位置推定ステップと、
　記憶部が保持する座標とフレームレートとの関係を示す位置データベースに含まれる前
記座標と、前記位置推定ステップで推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、あら
かじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレートを設定する
フレームレート設定ステップと、
　前記距離閾値を変更する距離閾値変更ステップと、
　前記無線通信ステップで受信した、前記カプセル内視鏡が撮影した画像データを保存す
る画像保存ステップと、
　前記画像保存ステップで保存する前記画像データの経時での差分量である画像変化量を
算出する画像変化量算出ステップと、
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　を含み、
　前記無線通信ステップでは、前記フレームレート設定ステップで設定した前記フレーム
レートを示す信号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、
　前記距離閾値変更ステップでは、前記画像変化量算出ステップで算出した前記画像変化
量が所定の変化量よりも大きい場合には、前記距離閾値に対して予め設定した閾値加算量
を加えたものを、前記距離閾値とする
　ことを特徴とするカプセル内視鏡制御方法。
【請求項２３】
　複数のアンテナ素子を含んだ無線通信部が、フレームレートの設定が可能なカプセル内
視鏡と信号の送受信を行う無線通信ステップと、
　前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推
定する位置推定ステップと、
　記憶部が保持する座標とフレームレートとの関係を示す位置データベースに含まれる前
記座標と、前記位置推定ステップで推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、あら
かじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレートを設定する
フレームレート設定ステップと、
　前記記憶部が保持する前記位置データベースに含まれる前記座標と前記フレームレート
との関係のうち１つを選択する位置データベース選択ステップと、
　前記位置データベース選択ステップで選択した前記座標を、前記位置推定ステップで推
定した前記位置を示す座標に設定する位置データベース設定ステップと、
　を含み、
　前記無線通信ステップでは、前記フレームレート設定ステップで設定した前記フレーム
レートを示す信号を前記カプセル内視鏡に対して送信する
　ことを特徴とするカプセル内視鏡制御方法。
【請求項２４】
　複数のアンテナ素子を含んだ無線通信部が、フレームレートの設定が可能なカプセル内
視鏡と信号の送受信を行う無線通信ステップと、
　前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推
定する位置推定ステップと、
　記憶部が保持する座標とフレームレートとの関係を示す位置データベースに含まれる前
記座標と、前記位置推定ステップで推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、あら
かじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレートを設定する
フレームレート設定ステップと、
　前記距離閾値を変更する距離閾値変更ステップと、
　を含み、
　前記無線通信ステップでは、前記フレームレート設定ステップで設定した前記フレーム
レートを示す信号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、
　前記距離閾値変更ステップでは、前記カプセル内視鏡の移動速度が第１の速度よりも速
い場合には前記距離閾値の値を大きくし、前記カプセル内視鏡の移動速度が第２の速度よ
りも遅い場合には前記距離閾値を小さくする
　ことを特徴とするカプセル内視鏡制御方法。
【請求項２５】
　複数のアンテナ素子を含んだ無線通信部が、フレームレートの設定が可能なカプセル内
視鏡と信号の送受信を行う無線通信ステップと、
　前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推
定する位置推定ステップと、
　記憶部が保持する座標とフレームレートとの関係を示す位置データベースに含まれる前
記座標と、前記位置推定ステップで推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、あら
かじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレートを設定する
フレームレート設定ステップと、
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　を含み、
　前記無線通信ステップでは、前記フレームレート設定ステップで設定した前記フレーム
レートを示す信号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、
　前記記憶部は、前記座標と前記フレームレートとの関係を示す情報のセットを複数記憶
しており、前記セットのうち第１のセットと第２のセットとでは、前記フレームレートは
異なり、
　前記フレームレート設定ステップでは、前記記憶部が保持する前記位置データベースに
含まれるいずれかの前記座標と、前記位置推定ステップで推定した前記カプセル内視鏡の
位置との距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、あらかじめ設定した距離
閾値未満である前記座標に対応するフレームレートを設定する
　ことを特徴とするカプセル内視鏡制御方法。
【請求項２６】
　複数のアンテナ素子を含んだ無線通信部が、フレームレートの設定が可能なカプセル内
視鏡と信号の送受信を行う無線通信ステップと、
　前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推
定する位置推定ステップと、
　記憶部が保持する座標とフレームレートとの関係を示す位置データベースに含まれる前
記座標と、前記位置推定ステップで推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、あら
かじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレートを設定する
フレームレート設定ステップと、
　前記距離閾値を変更する距離閾値変更ステップと、
　前記位置推定ステップでの推定結果に基づいて前記カプセル内視鏡の移動速度を算出す
る速度算出ステップと、
　をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　前記無線通信ステップでは、前記フレームレート設定ステップで設定した前記フレーム
レートを示す信号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、
　前記距離閾値変更ステップでは、前記速度算出ステップで算出した前記移動速度が第１
の速度よりも速い場合には前記距離閾値の値を大きくし、前記移動速度が第２の速度より
も遅い場合には前記距離閾値の値を小さくする
　ことを特徴とするプログラム。
【請求項２７】
　複数のアンテナ素子を含んだ無線通信部が、フレームレートの設定が可能なカプセル内
視鏡と信号の送受信を行う無線通信ステップと、
　前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推
定する位置推定ステップと、
　記憶部が保持する座標とフレームレートとの関係を示す位置データベースに含まれる前
記座標と、前記位置推定ステップで推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、あら
かじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレートを設定する
フレームレート設定ステップと、
　前記距離閾値を変更する距離閾値変更ステップと、
　前記無線通信ステップで受信した、前記カプセル内視鏡が撮影した画像データを保存す
る画像保存ステップと、
　前記画像保存ステップで保存する前記画像データの経時での差分量である画像変化量を
算出する画像変化量算出ステップと、
　をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　前記無線通信ステップでは、前記フレームレート設定ステップで設定した前記フレーム
レートを示す信号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、
　前記距離閾値変更ステップでは、前記画像変化量算出ステップで算出した前記画像変化
量が第１の変化量よりも大きい場合には前記距離閾値の値を大きくし、前記画像変化量が
第２の変化量よりも小さい場合には前記距離閾値の値を小さくする
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　ことを特徴とするプログラム。
【請求項２８】
　複数のアンテナ素子を含んだ無線通信部が、フレームレートの設定が可能なカプセル内
視鏡と信号の送受信を行う無線通信ステップと、
　前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推
定する位置推定ステップと、
　記憶部が保持する座標とフレームレートとの関係を示す位置データベースに含まれる前
記座標と、前記位置推定ステップで推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、あら
かじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレートを設定する
フレームレート設定ステップと、
　前記距離閾値を変更する距離閾値変更ステップと、
　前記位置推定ステップでの推定結果に基づいて前記カプセル内視鏡の移動速度を算出す
る速度算出ステップと、
　をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　前記無線通信ステップでは、前記フレームレート設定ステップで設定した前記フレーム
レートを示す信号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、
　前記距離閾値変更ステップでは、前記速度算出ステップで算出した前記移動速度が所定
の速度よりも速い場合には、前記距離閾値に対して予め設定した閾値加算量を加えたもの
を、前記距離閾値とする
　ことを特徴とするプログラム。
【請求項２９】
　複数のアンテナ素子を含んだ無線通信部が、フレームレートの設定が可能なカプセル内
視鏡と信号の送受信を行う無線通信ステップと、
　前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推
定する位置推定ステップと、
　記憶部が保持する座標とフレームレートとの関係を示す位置データベースに含まれる前
記座標と、前記位置推定ステップで推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、あら
かじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレートを設定する
フレームレート設定ステップと、
　前記距離閾値を変更する距離閾値変更ステップと、
　前記無線通信ステップで受信した、前記カプセル内視鏡が撮影した画像データを保存す
る画像保存ステップと、
　前記画像保存ステップで保存する前記画像データの経時での差分量である画像変化量を
算出する画像変化量算出ステップと、
　をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　前記無線通信ステップでは、前記フレームレート設定ステップで設定した前記フレーム
レートを示す信号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、
　前記距離閾値変更ステップでは、前記画像変化量算出ステップで算出した前記画像変化
量が所定の変化量よりも大きい場合には、前記距離閾値に対して予め設定した閾値加算量
を加えたものを、前記距離閾値とする
　ことを特徴とするプログラム。
【請求項３０】
　複数のアンテナ素子を含んだ無線通信部が、フレームレートの設定が可能なカプセル内
視鏡と信号の送受信を行う無線通信ステップと、
　前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推
定する位置推定ステップと、
　記憶部が保持する座標とフレームレートとの関係を示す位置データベースに含まれる前
記座標と、前記位置推定ステップで推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、あら
かじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレートを設定する
フレームレート設定ステップと、
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　前記記憶部が保持する前記位置データベースに含まれる前記座標と前記フレームレート
との関係のうち１つを選択する位置データベース選択ステップと、
　前記位置データベース選択ステップで選択した前記座標を、前記位置推定ステップで推
定した前記位置を示す座標に設定する位置データベース設定ステップと、
　をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　前記無線通信ステップでは、前記フレームレート設定ステップで設定した前記フレーム
レートを示す信号を前記カプセル内視鏡に対して送信する
　ことを特徴とするプログラム。
【請求項３１】
　複数のアンテナ素子を含んだ無線通信部が、フレームレートの設定が可能なカプセル内
視鏡と信号の送受信を行う無線通信ステップと、
　前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推
定する位置推定ステップと、
　記憶部が保持する座標とフレームレートとの関係を示す位置データベースに含まれる前
記座標と、前記位置推定ステップで推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、あら
かじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレートを設定する
フレームレート設定ステップと、
　前記距離閾値を変更する距離閾値変更ステップと、
　をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　前記無線通信ステップでは、前記フレームレート設定ステップで設定した前記フレーム
レートを示す信号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、
　前記距離閾値変更ステップでは、前記カプセル内視鏡の移動速度が第１の速度よりも速
い場合には前記距離閾値の値を大きくし、前記カプセル内視鏡の移動速度が第２の速度よ
りも遅い場合には前記距離閾値を小さくする
　ことを特徴とするプログラム。
【請求項３２】
　複数のアンテナ素子を含んだ無線通信部が、フレームレートの設定が可能なカプセル内
視鏡と信号の送受信を行う無線通信ステップと、
　前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推
定する位置推定ステップと、
　記憶部が保持する座標とフレームレートとの関係を示す位置データベースに含まれる前
記座標と、前記位置推定ステップで推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、あら
かじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレートを設定する
フレームレート設定ステップと、
　をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　前記無線通信ステップでは、前記フレームレート設定ステップで設定した前記フレーム
レートを示す信号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、
　前記記憶部は、前記座標と前記フレームレートとの関係を示す情報のセットを複数記憶
しており、前記セットのうち第１のセットと第２のセットとでは、前記フレームレートは
異なり、
　前記フレームレート設定ステップでは、前記記憶部が保持する前記位置データベースに
含まれるいずれかの前記座標と、前記位置推定ステップで推定した前記カプセル内視鏡の
位置との距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、あらかじめ設定した距離
閾値未満である前記座標に対応するフレームレートを設定する
　ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、体外端末、カプセル内視鏡システム、カプセル内視鏡制御方法およびプログ
ラムに関する。



(14) JP 6177087 B2 2017.8.9

10

20

30

40

50

【背景技術】
【０００２】
　従来から、患者等の被検者の体内に導入されて体腔内を観察する医用観察装置として、
内視鏡が広く普及している。また、近年では、カプセル型の筐体内部に撮影装置やこの撮
影装置によって撮影された画像データを体外に無線送信する通信装置等を備えた飲み込み
型の内視鏡（カプセル内視鏡）が開発されている。カプセル内視鏡は、体腔内の観察のた
めに患者の口から飲み込まれた後、人体から自然排出されるまでの間、たとえば食道、胃
、小腸、大腸などの臓器の内部をその蠕動運動にしたがって移動し、順次撮影する機能を
有する。
【０００３】
　体腔内を移動する間、カプセル内視鏡によって体腔内で撮影された画像データは、順次
無線通信により体外に送信され、体外端末の内部もしくは外部に設けられたメモリに蓄積
されるか、または体外端末に設けられたディスプレイに画像表示される。医師もしくは看
護師においては、メモリに蓄積された画像データを、体外端末を差し込んだクレードルを
介して情報処理装置に取り込んで、この情報処理装置のディスプレイに表示させた画像、
あるいは体外端末に設けられたディスプレイに受信とともに表示させた画像に基づいて診
断を行うことができる。
【０００４】
　また、カプセル内視鏡の移動速度は変化するため、適切なフレームレートでの撮影が要
求されている。このような要求に対し、体外端末が、複数の撮影画像の差分情報もしくは
カプセル内視鏡に設けた加速度センサで取得した加速度情報からカプセルの運動情報（移
動速度)を推定してカプセル内視鏡のフレームレートを制御する方法が知られている（例
えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４８６４５３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術では、観察対象となる部分以外を通過中におい
てもカプセル内視鏡が画像撮影を行うため、余分な電池の消耗が発生してしまう。
【０００７】
　本発明はこの点に着目し、カプセル内視鏡の消費電力の増加を抑えつつ、フレームレー
トの設定を行うことができる体外端末、カプセル内視鏡システム、カプセル内視鏡制御方
法およびプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の幾つかの態様は、複数のアンテナ素子を含み、フレームレートの設定が可能な
カプセル内視鏡と信号の送受信を行う無線通信部と、座標とフレームレートとの関係を示
す位置データベースを保持する記憶部と、前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを
用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推定する位置推定部と、前記記憶部が保持する前記
位置データベースに含まれる前記座標と、前記位置推定部が推定した前記カプセル内視鏡
の位置との距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフ
レームレートを設定するフレームレート設定部と、前記距離閾値を変更する距離閾値変更
部と、前記位置推定部の推定結果に基づいて前記カプセル内視鏡の移動速度を算出する速
度算出部と、を有し、前記無線通信部は、前記フレームレート設定部が設定した前記フレ
ームレートを示す信号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、前記距離閾値変更部は、前
記速度算出部が算出した前記移動速度が第１の速度よりも速い場合には前記距離閾値の値
を大きくし、前記移動速度が第２の速度よりも遅い場合には前記距離閾値の値を小さくす
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ることを特徴とする体外端末である。
　また、本発明の他の態様は、複数のアンテナ素子を含み、フレームレートの設定が可能
なカプセル内視鏡と信号の送受信を行う無線通信部と、座標とフレームレートとの関係を
示す位置データベースを保持する記憶部と、前記無線通信部が受信した信号の信号レベル
を用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推定する位置推定部と、前記記憶部が保持する前
記位置データベースに含まれる前記座標と、前記位置推定部が推定した前記カプセル内視
鏡の位置との距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応する
フレームレートを設定するフレームレート設定部と、前記距離閾値を変更する距離閾値変
更部と、前記無線通信部が受信した、前記カプセル内視鏡が撮影した画像データを保存す
る画像保存部と、前記画像保存部が保存する前記画像データの経時での差分量である画像
変化量を算出する画像変化量算出部と、を有し、前記無線通信部は、前記フレームレート
設定部が設定した前記フレームレートを示す信号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、
前記距離閾値変更部は、前記画像変化量算出部が算出した前記画像変化量が第１の変化量
よりも大きい場合には前記距離閾値の値を大きくし、前記画像変化量が第２の変化量より
も小さい場合には前記距離閾値の値を小さくすることを特徴とする体外端末である。
　また、本発明の他の態様は、複数のアンテナ素子を含み、フレームレートの設定が可能
なカプセル内視鏡と信号の送受信を行う無線通信部と、座標とフレームレートとの関係を
示す位置データベースを保持する記憶部と、前記無線通信部が受信した信号の信号レベル
を用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推定する位置推定部と、前記記憶部が保持する前
記位置データベースに含まれる前記座標と、前記位置推定部が推定した前記カプセル内視
鏡の位置との距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応する
フレームレートを設定するフレームレート設定部と、前記距離閾値を変更する距離閾値変
更部と、前記位置推定部の推定結果に基づいて前記カプセル内視鏡の移動速度を算出する
速度算出部と、を有し、前記無線通信部は、前記フレームレート設定部が設定した前記フ
レームレートを示す信号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、前記距離閾値変更部は、
前記速度算出部が算出した前記移動速度が所定の速度よりも速い場合には、前記距離閾値
に対して予め設定した閾値加算量を加えたものを、前記距離閾値とすることを特徴とする
体外端末である。
　また、本発明の他の態様は、複数のアンテナ素子を含み、フレームレートの設定が可能
なカプセル内視鏡と信号の送受信を行う無線通信部と、座標とフレームレートとの関係を
示す位置データベースを保持する記憶部と、前記無線通信部が受信した信号の信号レベル
を用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推定する位置推定部と、前記記憶部が保持する前
記位置データベースに含まれる前記座標と、前記位置推定部が推定した前記カプセル内視
鏡の位置との距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応する
フレームレートを設定するフレームレート設定部と、前記距離閾値を変更する距離閾値変
更部と、前記無線通信部が受信した、前記カプセル内視鏡が撮影した画像データを保存す
る画像保存部と、前記画像保存部が保存する前記画像データの経時での差分量である画像
変化量を算出する画像変化量算出部と、を有し、前記無線通信部は、前記フレームレート
設定部が設定した前記フレームレートを示す信号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、
前記距離閾値変更部は、前記画像変化量算出部が算出した前記画像変化量が所定の変化量
よりも大きい場合には、前記距離閾値に対して予め設定した閾値加算量を加えたものを、
前記距離閾値とすることを特徴とする体外端末である。
　また、本発明の他の態様は、複数のアンテナ素子を含み、フレームレートの設定が可能
なカプセル内視鏡と信号の送受信を行う無線通信部と、座標とフレームレートとの関係を
示す位置データベースを保持する記憶部と、前記無線通信部が受信した信号の信号レベル
を用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推定する位置推定部と、前記記憶部が保持する前
記位置データベースに含まれる前記座標と、前記位置推定部が推定した前記カプセル内視
鏡の位置との距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応する
フレームレートを設定するフレームレート設定部と、前記記憶部が保持する前記位置デー
タベースに含まれる前記座標と前記フレームレートとの関係のうち１つを選択する位置デ
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ータベース選択部と、前記位置データベース選択部が選択した前記座標を、前記位置推定
部が推定した前記位置を示す座標に設定する位置データベース設定部と、を有し、前記無
線通信部は、前記フレームレート設定部が設定した前記フレームレートを示す信号を前記
カプセル内視鏡に対して送信することを特徴とする体外端末である。
　また、本発明の他の態様は、複数のアンテナ素子を含み、フレームレートの設定が可能
なカプセル内視鏡と信号の送受信を行う無線通信部と、座標とフレームレートとの関係を
示す位置データベースを保持する記憶部と、前記無線通信部が受信した信号の信号レベル
を用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推定する位置推定部と、前記記憶部が保持する前
記位置データベースに含まれる前記座標と、前記位置推定部が推定した前記カプセル内視
鏡の位置との距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応する
フレームレートを設定するフレームレート設定部と、前記距離閾値を変更する距離閾値変
更部と、を有し、前記無線通信部は、前記フレームレート設定部が設定した前記フレーム
レートを示す信号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、前記距離閾値変更部は、前記カ
プセル内視鏡の移動速度が第１の速度よりも速い場合には前記距離閾値の値を大きくし、
前記カプセル内視鏡の移動速度が第２の速度よりも遅い場合には前記距離閾値を小さくす
ることを特徴とする体外端末である。
　また、本発明の他の態様は、複数のアンテナ素子を含み、フレームレートの設定が可能
なカプセル内視鏡と信号の送受信を行う無線通信部と、座標とフレームレートとの関係を
示す位置データベースを保持する記憶部と、前記無線通信部が受信した信号の信号レベル
を用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推定する位置推定部と、前記記憶部が保持する前
記位置データベースに含まれる前記座標と、前記位置推定部が推定した前記カプセル内視
鏡の位置との距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応する
フレームレートを設定するフレームレート設定部と、を有し、前記無線通信部は、前記フ
レームレート設定部が設定した前記フレームレートを示す信号を前記カプセル内視鏡に対
して送信し、前記記憶部は、前記座標と前記フレームレートとの関係を示す情報のセット
を複数記憶しており、前記セットのうち第１のセットと第２のセットとでは、前記フレー
ムレートは異なり、前記フレームレート設定部は、前記記憶部が保持する前記位置データ
ベースに含まれるいずれかの前記座標と、前記位置推定部が推定した前記カプセル内視鏡
の位置との距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、あらかじめ設定した距
離閾値未満である前記座標に対応するフレームレートを設定することを特徴とする体外端
末である。
【０００９】
　また、本発明の他の態様は、カプセル内視鏡と体外端末とを含むカプセル内視鏡システ
ムであって、前記カプセル内視鏡は、前記体外端末と信号の送受信を行うカプセル通信部
と、前記体外端末から送信されるフレームレートを示す信号に基づいて画像を撮像する撮
像部と、を有し、前記体外端末は、複数のアンテナ素子を含み、前記カプセル内視鏡と信
号の送受信を行う無線通信部と、座標とフレームレートとの関係を示す位置データベース
を保持する記憶部と、前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセ
ル内視鏡の位置を推定する位置推定部と、前記記憶部が保持する前記位置データベースに
含まれる前記座標と、前記位置推定部が推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、
あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレートを設定
するフレームレート設定部と、前記距離閾値を変更する距離閾値変更部と、前記位置推定
部の推定結果に基づいて前記カプセル内視鏡の移動速度を算出する速度算出部と、を有し
、前記無線通信部は、前記フレームレート設定部が設定した前記フレームレートを示す信
号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、前記距離閾値変更部は、前記速度算出部が算出
した前記移動速度が第１の速度よりも速い場合には前記距離閾値の値を大きくし、前記移
動速度が第２の速度よりも遅い場合には前記距離閾値の値を小さくすることを特徴とする
カプセル内視鏡システムである。
　また、本発明の他の態様は、カプセル内視鏡と体外端末とを含むカプセル内視鏡システ
ムであって、前記カプセル内視鏡は、前記体外端末と信号の送受信を行うカプセル通信部
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と、前記体外端末から送信されるフレームレートを示す信号に基づいて画像を撮像する撮
像部と、を有し、前記体外端末は、複数のアンテナ素子を含み、前記カプセル内視鏡と信
号の送受信を行う無線通信部と、座標とフレームレートとの関係を示す位置データベース
を保持する記憶部と、前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセ
ル内視鏡の位置を推定する位置推定部と、前記記憶部が保持する前記位置データベースに
含まれる前記座標と、前記位置推定部が推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、
あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレートを設定
するフレームレート設定部と、前記距離閾値を変更する距離閾値変更部と、前記無線通信
部が受信した、前記カプセル内視鏡が撮影した画像データを保存する画像保存部と、前記
画像保存部が保存する前記画像データの経時での差分量である画像変化量を算出する画像
変化量算出部と、を有し、前記無線通信部は、前記フレームレート設定部が設定した前記
フレームレートを示す信号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、前記距離閾値変更部は
、前記画像変化量算出部が算出した前記画像変化量が第１の変化量よりも大きい場合には
前記距離閾値の値を大きくし、前記画像変化量が第２の変化量よりも小さい場合には前記
距離閾値の値を小さくすることを特徴とするカプセル内視鏡システムである。
　また、本発明の他の態様は、カプセル内視鏡と体外端末とを含むカプセル内視鏡システ
ムであって、前記カプセル内視鏡は、前記体外端末と信号の送受信を行うカプセル通信部
と、前記体外端末から送信されるフレームレートを示す信号に基づいて画像を撮像する撮
像部と、を有し、前記体外端末は、複数のアンテナ素子を含み、前記カプセル内視鏡と信
号の送受信を行う無線通信部と、座標とフレームレートとの関係を示す位置データベース
を保持する記憶部と、前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセ
ル内視鏡の位置を推定する位置推定部と、前記記憶部が保持する前記位置データベースに
含まれる前記座標と、前記位置推定部が推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、
あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレートを設定
するフレームレート設定部と、前記距離閾値を変更する距離閾値変更部と、前記位置推定
部の推定結果に基づいて前記カプセル内視鏡の移動速度を算出する速度算出部と、を有し
、前記無線通信部は、前記フレームレート設定部が設定した前記フレームレートを示す信
号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、前記距離閾値変更部は、前記速度算出部が算出
した前記移動速度が所定の速度よりも速い場合には、前記距離閾値に対して予め設定した
閾値加算量を加えたものを、前記距離閾値とすることを特徴とするカプセル内視鏡システ
ムである。
　また、本発明の他の態様は、カプセル内視鏡と体外端末とを含むカプセル内視鏡システ
ムであって、前記カプセル内視鏡は、前記体外端末と信号の送受信を行うカプセル通信部
と、前記体外端末から送信されるフレームレートを示す信号に基づいて画像を撮像する撮
像部と、を有し、前記体外端末は、複数のアンテナ素子を含み、前記カプセル内視鏡と信
号の送受信を行う無線通信部と、座標とフレームレートとの関係を示す位置データベース
を保持する記憶部と、前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセ
ル内視鏡の位置を推定する位置推定部と、前記記憶部が保持する前記位置データベースに
含まれる前記座標と、前記位置推定部が推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、
あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレートを設定
するフレームレート設定部と、前記距離閾値を変更する距離閾値変更部と、前記無線通信
部が受信した、前記カプセル内視鏡が撮影した画像データを保存する画像保存部と、前記
画像保存部が保存する前記画像データの経時での差分量である画像変化量を算出する画像
変化量算出部と、を有し、前記無線通信部は、前記フレームレート設定部が設定した前記
フレームレートを示す信号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、前記距離閾値変更部は
、前記画像変化量算出部が算出した前記画像変化量が所定の変化量よりも大きい場合には
、前記距離閾値に対して予め設定した閾値加算量を加えたものを、前記距離閾値とするこ
とを特徴とするカプセル内視鏡システムである。
　また、本発明の他の態様は、カプセル内視鏡と体外端末とを含むカプセル内視鏡システ
ムであって、前記カプセル内視鏡は、前記体外端末と信号の送受信を行うカプセル通信部
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と、前記体外端末から送信されるフレームレートを示す信号に基づいて画像を撮像する撮
像部と、を有し、前記体外端末は、複数のアンテナ素子を含み、前記カプセル内視鏡と信
号の送受信を行う無線通信部と、座標とフレームレートとの関係を示す位置データベース
を保持する記憶部と、前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセ
ル内視鏡の位置を推定する位置推定部と、前記記憶部が保持する前記位置データベースに
含まれる前記座標と、前記位置推定部が推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、
あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレートを設定
するフレームレート設定部と、前記記憶部が保持する前記位置データベースに含まれる前
記座標と前記フレームレートとの関係のうち１つを選択する位置データベース選択部と、
前記位置データベース選択部が選択した前記座標を、前記位置推定部が推定した前記位置
を示す座標に設定する位置データベース設定部と、を有し、前記無線通信部は、前記フレ
ームレート設定部が設定した前記フレームレートを示す信号を前記カプセル内視鏡に対し
て送信することを特徴とするカプセル内視鏡システムである。
　また、本発明の他の態様は、カプセル内視鏡と体外端末とを含むカプセル内視鏡システ
ムであって、前記カプセル内視鏡は、前記体外端末と信号の送受信を行うカプセル通信部
と、前記体外端末から送信されるフレームレートを示す信号に基づいて画像を撮像する撮
像部と、を有し、前記体外端末は、複数のアンテナ素子を含み、前記カプセル内視鏡と信
号の送受信を行う無線通信部と、座標とフレームレートとの関係を示す位置データベース
を保持する記憶部と、前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセ
ル内視鏡の位置を推定する位置推定部と、前記記憶部が保持する前記位置データベースに
含まれる前記座標と、前記位置推定部が推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、
あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレートを設定
するフレームレート設定部と、前記距離閾値を変更する距離閾値変更部と、を有し、前記
無線通信部は、前記フレームレート設定部が設定した前記フレームレートを示す信号を前
記カプセル内視鏡に対して送信し、前記距離閾値変更部は、前記カプセル内視鏡の移動速
度が第１の速度よりも速い場合には前記距離閾値の値を大きくし、前記カプセル内視鏡の
移動速度が第２の速度よりも遅い場合には前記距離閾値を小さくすることを特徴とするカ
プセル内視鏡システムである。
　また、本発明の他の態様は、カプセル内視鏡と体外端末とを含むカプセル内視鏡システ
ムであって、前記カプセル内視鏡は、前記体外端末と信号の送受信を行うカプセル通信部
と、前記体外端末から送信されるフレームレートを示す信号に基づいて画像を撮像する撮
像部と、を有し、前記体外端末は、複数のアンテナ素子を含み、前記カプセル内視鏡と信
号の送受信を行う無線通信部と、座標とフレームレートとの関係を示す位置データベース
を保持する記憶部と、前記無線通信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセ
ル内視鏡の位置を推定する位置推定部と、前記記憶部が保持する前記位置データベースに
含まれる前記座標と、前記位置推定部が推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、
あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレートを設定
するフレームレート設定部と、を有し、前記無線通信部は、前記フレームレート設定部が
設定した前記フレームレートを示す信号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、前記記憶
部は、前記座標と前記フレームレートとの関係を示す情報のセットを複数記憶しており、
前記セットのうち第１のセットと第２のセットとでは、前記フレームレートは異なり、前
記フレームレート設定部は、前記記憶部が保持する前記位置データベースに含まれるいず
れかの前記座標と、前記位置推定部が推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、あ
らかじめ設定した距離閾値未満である場合、あらかじめ設定した距離閾値未満である前記
座標に対応するフレームレートを設定することを特徴とするカプセル内視鏡システムであ
る。
【００１０】
　また、本発明の他の態様は、複数のアンテナ素子を含んだ無線通信部が、フレームレー
トの設定が可能なカプセル内視鏡と信号の送受信を行う無線通信ステップと、前記無線通
信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推定する位置推
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定ステップと、記憶部が保持する座標とフレームレートとの関係を示す位置データベース
に含まれる前記座標と、前記位置推定ステップで推定した前記カプセル内視鏡の位置との
距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレー
トを設定するフレームレート設定ステップと、前記距離閾値を変更する距離閾値変更ステ
ップと、前記位置推定ステップでの推定結果に基づいて前記カプセル内視鏡の移動速度を
算出する速度算出ステップと、を含み、前記無線通信ステップでは、前記フレームレート
設定ステップで設定した前記フレームレートを示す信号を前記カプセル内視鏡に対して送
信し、前記距離閾値変更ステップでは、前記速度算出ステップで算出した前記移動速度が
第１の速度よりも速い場合には前記距離閾値の値を大きくし、前記移動速度が第２の速度
よりも遅い場合には前記距離閾値の値を小さくすることを特徴とするカプセル内視鏡制御
方法である。
　また、本発明の他の態様は、複数のアンテナ素子を含んだ無線通信部が、フレームレー
トの設定が可能なカプセル内視鏡と信号の送受信を行う無線通信ステップと、前記無線通
信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推定する位置推
定ステップと、記憶部が保持する座標とフレームレートとの関係を示す位置データベース
に含まれる前記座標と、前記位置推定ステップで推定した前記カプセル内視鏡の位置との
距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレー
トを設定するフレームレート設定ステップと、前記距離閾値を変更する距離閾値変更ステ
ップと、前記無線通信ステップで受信した、前記カプセル内視鏡が撮影した画像データを
保存する画像保存ステップと、前記画像保存ステップで保存する前記画像データの経時で
の差分量である画像変化量を算出する画像変化量算出ステップと、を含み、前記無線通信
ステップでは、前記フレームレート設定ステップで設定した前記フレームレートを示す信
号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、前記距離閾値変更ステップでは、前記画像変化
量算出ステップで算出した前記画像変化量が第１の変化量よりも大きい場合には前記距離
閾値の値を大きくし、前記画像変化量が第２の変化量よりも小さい場合には前記距離閾値
の値を小さくすることを特徴とするカプセル内視鏡制御方法である。
　また、本発明の他の態様は、複数のアンテナ素子を含んだ無線通信部が、フレームレー
トの設定が可能なカプセル内視鏡と信号の送受信を行う無線通信ステップと、前記無線通
信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推定する位置推
定ステップと、記憶部が保持する座標とフレームレートとの関係を示す位置データベース
に含まれる前記座標と、前記位置推定ステップで推定した前記カプセル内視鏡の位置との
距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレー
トを設定するフレームレート設定ステップと、前記距離閾値を変更する距離閾値変更ステ
ップと、前記位置推定ステップでの推定結果に基づいて前記カプセル内視鏡の移動速度を
算出する速度算出ステップと、を含み、前記無線通信ステップでは、前記フレームレート
設定ステップで設定した前記フレームレートを示す信号を前記カプセル内視鏡に対して送
信し、前記距離閾値変更ステップでは、前記速度算出ステップで算出した前記移動速度が
所定の速度よりも速い場合には、前記距離閾値に対して予め設定した閾値加算量を加えた
ものを、前記距離閾値とすることを特徴とするカプセル内視鏡制御方法である。
　また、本発明の他の態様は、複数のアンテナ素子を含んだ無線通信部が、フレームレー
トの設定が可能なカプセル内視鏡と信号の送受信を行う無線通信ステップと、前記無線通
信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推定する位置推
定ステップと、記憶部が保持する座標とフレームレートとの関係を示す位置データベース
に含まれる前記座標と、前記位置推定ステップで推定した前記カプセル内視鏡の位置との
距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレー
トを設定するフレームレート設定ステップと、前記距離閾値を変更する距離閾値変更ステ
ップと、前記無線通信ステップで受信した、前記カプセル内視鏡が撮影した画像データを
保存する画像保存ステップと、前記画像保存ステップで保存する前記画像データの経時で
の差分量である画像変化量を算出する画像変化量算出ステップと、を含み、前記無線通信
ステップでは、前記フレームレート設定ステップで設定した前記フレームレートを示す信
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号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、前記距離閾値変更ステップでは、前記画像変化
量算出ステップで算出した前記画像変化量が所定の変化量よりも大きい場合には、前記距
離閾値に対して予め設定した閾値加算量を加えたものを、前記距離閾値とすることを特徴
とするカプセル内視鏡制御方法である。
　また、本発明の他の態様は、複数のアンテナ素子を含んだ無線通信部が、フレームレー
トの設定が可能なカプセル内視鏡と信号の送受信を行う無線通信ステップと、前記無線通
信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推定する位置推
定ステップと、記憶部が保持する座標とフレームレートとの関係を示す位置データベース
に含まれる前記座標と、前記位置推定ステップで推定した前記カプセル内視鏡の位置との
距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレー
トを設定するフレームレート設定ステップと、前記記憶部が保持する前記位置データベー
スに含まれる前記座標と前記フレームレートとの関係のうち１つを選択する位置データベ
ース選択ステップと、前記位置データベース選択ステップで選択した前記座標を、前記位
置推定ステップで推定した前記位置を示す座標に設定する位置データベース設定ステップ
と、を含み、前記無線通信ステップでは、前記フレームレート設定ステップで設定した前
記フレームレートを示す信号を前記カプセル内視鏡に対して送信することを特徴とするカ
プセル内視鏡制御方法である。
　また、本発明の他の態様は、複数のアンテナ素子を含んだ無線通信部が、フレームレー
トの設定が可能なカプセル内視鏡と信号の送受信を行う無線通信ステップと、前記無線通
信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推定する位置推
定ステップと、記憶部が保持する座標とフレームレートとの関係を示す位置データベース
に含まれる前記座標と、前記位置推定ステップで推定した前記カプセル内視鏡の位置との
距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレー
トを設定するフレームレート設定ステップと、前記距離閾値を変更する距離閾値変更ステ
ップと、を含み、前記無線通信ステップでは、前記フレームレート設定ステップで設定し
た前記フレームレートを示す信号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、前記距離閾値変
更ステップでは、前記カプセル内視鏡の移動速度が第１の速度よりも速い場合には前記距
離閾値の値を大きくし、前記カプセル内視鏡の移動速度が第２の速度よりも遅い場合には
前記距離閾値を小さくすることを特徴とするカプセル内視鏡制御方法である。
　また、本発明の他の態様は、複数のアンテナ素子を含んだ無線通信部が、フレームレー
トの設定が可能なカプセル内視鏡と信号の送受信を行う無線通信ステップと、前記無線通
信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推定する位置推
定ステップと、記憶部が保持する座標とフレームレートとの関係を示す位置データベース
に含まれる前記座標と、前記位置推定ステップで推定した前記カプセル内視鏡の位置との
距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレー
トを設定するフレームレート設定ステップと、を含み、前記無線通信ステップでは、前記
フレームレート設定ステップで設定した前記フレームレートを示す信号を前記カプセル内
視鏡に対して送信し、前記記憶部は、前記座標と前記フレームレートとの関係を示す情報
のセットを複数記憶しており、前記セットのうち第１のセットと第２のセットとでは、前
記フレームレートは異なり、前記フレームレート設定ステップでは、前記記憶部が保持す
る前記位置データベースに含まれるいずれかの前記座標と、前記位置推定ステップで推定
した前記カプセル内視鏡の位置との距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である場合
、あらかじめ設定した距離閾値未満である前記座標に対応するフレームレートを設定する
ことを特徴とするカプセル内視鏡制御方法である。
【００１１】
　また、本発明の他の態様は、複数のアンテナ素子を含んだ無線通信部が、フレームレー
トの設定が可能なカプセル内視鏡と信号の送受信を行う無線通信ステップと、前記無線通
信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推定する位置推
定ステップと、記憶部が保持する座標とフレームレートとの関係を示す位置データベース
に含まれる前記座標と、前記位置推定ステップで推定した前記カプセル内視鏡の位置との
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距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレー
トを設定するフレームレート設定ステップと、前記距離閾値を変更する距離閾値変更ステ
ップと、前記位置推定ステップでの推定結果に基づいて前記カプセル内視鏡の移動速度を
算出する速度算出ステップと、をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
前記無線通信ステップでは、前記フレームレート設定ステップで設定した前記フレームレ
ートを示す信号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、前記距離閾値変更ステップでは、
前記速度算出ステップで算出した前記移動速度が第１の速度よりも速い場合には前記距離
閾値の値を大きくし、前記移動速度が第２の速度よりも遅い場合には前記距離閾値の値を
小さくすることを特徴とするプログラムである。
　また、本発明の他の態様は、複数のアンテナ素子を含んだ無線通信部が、フレームレー
トの設定が可能なカプセル内視鏡と信号の送受信を行う無線通信ステップと、前記無線通
信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推定する位置推
定ステップと、記憶部が保持する座標とフレームレートとの関係を示す位置データベース
に含まれる前記座標と、前記位置推定ステップで推定した前記カプセル内視鏡の位置との
距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレー
トを設定するフレームレート設定ステップと、前記距離閾値を変更する距離閾値変更ステ
ップと、前記無線通信ステップで受信した、前記カプセル内視鏡が撮影した画像データを
保存する画像保存ステップと、前記画像保存ステップで保存する前記画像データの経時で
の差分量である画像変化量を算出する画像変化量算出ステップと、をコンピュータに実行
させるためのプログラムであって、前記無線通信ステップでは、前記フレームレート設定
ステップで設定した前記フレームレートを示す信号を前記カプセル内視鏡に対して送信し
、前記距離閾値変更ステップでは、前記画像変化量算出ステップで算出した前記画像変化
量が第１の変化量よりも大きい場合には前記距離閾値の値を大きくし、前記画像変化量が
第２の変化量よりも小さい場合には前記距離閾値の値を小さくすることを特徴とするプロ
グラムである。
　また、本発明の他の態様は、複数のアンテナ素子を含んだ無線通信部が、フレームレー
トの設定が可能なカプセル内視鏡と信号の送受信を行う無線通信ステップと、前記無線通
信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推定する位置推
定ステップと、記憶部が保持する座標とフレームレートとの関係を示す位置データベース
に含まれる前記座標と、前記位置推定ステップで推定した前記カプセル内視鏡の位置との
距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレー
トを設定するフレームレート設定ステップと、前記距離閾値を変更する距離閾値変更ステ
ップと、前記位置推定ステップでの推定結果に基づいて前記カプセル内視鏡の移動速度を
算出する速度算出ステップと、をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
前記無線通信ステップでは、前記フレームレート設定ステップで設定した前記フレームレ
ートを示す信号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、前記距離閾値変更ステップでは、
前記速度算出ステップで算出した前記移動速度が所定の速度よりも速い場合には、前記距
離閾値に対して予め設定した閾値加算量を加えたものを、前記距離閾値とすることを特徴
とするプログラムである。
　また、本発明の他の態様は、複数のアンテナ素子を含んだ無線通信部が、フレームレー
トの設定が可能なカプセル内視鏡と信号の送受信を行う無線通信ステップと、前記無線通
信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推定する位置推
定ステップと、記憶部が保持する座標とフレームレートとの関係を示す位置データベース
に含まれる前記座標と、前記位置推定ステップで推定した前記カプセル内視鏡の位置との
距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレー
トを設定するフレームレート設定ステップと、前記距離閾値を変更する距離閾値変更ステ
ップと、前記無線通信ステップで受信した、前記カプセル内視鏡が撮影した画像データを
保存する画像保存ステップと、前記画像保存ステップで保存する前記画像データの経時で
の差分量である画像変化量を算出する画像変化量算出ステップと、をコンピュータに実行
させるためのプログラムであって、前記無線通信ステップでは、前記フレームレート設定
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ステップで設定した前記フレームレートを示す信号を前記カプセル内視鏡に対して送信し
、前記距離閾値変更ステップでは、前記画像変化量算出ステップで算出した前記画像変化
量が所定の変化量よりも大きい場合には、前記距離閾値に対して予め設定した閾値加算量
を加えたものを、前記距離閾値とすることを特徴とするプログラムである。
　また、本発明の他の態様は、複数のアンテナ素子を含んだ無線通信部が、フレームレー
トの設定が可能なカプセル内視鏡と信号の送受信を行う無線通信ステップと、前記無線通
信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推定する位置推
定ステップと、記憶部が保持する座標とフレームレートとの関係を示す位置データベース
に含まれる前記座標と、前記位置推定ステップで推定した前記カプセル内視鏡の位置との
距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレー
トを設定するフレームレート設定ステップと、前記記憶部が保持する前記位置データベー
スに含まれる前記座標と前記フレームレートとの関係のうち１つを選択する位置データベ
ース選択ステップと、前記位置データベース選択ステップで選択した前記座標を、前記位
置推定ステップで推定した前記位置を示す座標に設定する位置データベース設定ステップ
と、をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、前記無線通信ステップでは
、前記フレームレート設定ステップで設定した前記フレームレートを示す信号を前記カプ
セル内視鏡に対して送信することを特徴とするプログラムである。
　また、本発明の他の態様は、複数のアンテナ素子を含んだ無線通信部が、フレームレー
トの設定が可能なカプセル内視鏡と信号の送受信を行う無線通信ステップと、前記無線通
信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推定する位置推
定ステップと、記憶部が保持する座標とフレームレートとの関係を示す位置データベース
に含まれる前記座標と、前記位置推定ステップで推定した前記カプセル内視鏡の位置との
距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレー
トを設定するフレームレート設定ステップと、前記距離閾値を変更する距離閾値変更ステ
ップと、をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、前記無線通信ステップ
では、前記フレームレート設定ステップで設定した前記フレームレートを示す信号を前記
カプセル内視鏡に対して送信し、前記距離閾値変更ステップでは、前記カプセル内視鏡の
移動速度が第１の速度よりも速い場合には前記距離閾値の値を大きくし、前記カプセル内
視鏡の移動速度が第２の速度よりも遅い場合には前記距離閾値を小さくすることを特徴と
するプログラムである。
　また、本発明の他の態様は、複数のアンテナ素子を含んだ無線通信部が、フレームレー
トの設定が可能なカプセル内視鏡と信号の送受信を行う無線通信ステップと、前記無線通
信部が受信した信号の信号レベルを用いて、前記カプセル内視鏡の位置を推定する位置推
定ステップと、記憶部が保持する座標とフレームレートとの関係を示す位置データベース
に含まれる前記座標と、前記位置推定ステップで推定した前記カプセル内視鏡の位置との
距離が、あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、当該座標に対応するフレームレー
トを設定するフレームレート設定ステップと、をコンピュータに実行させるためのプログ
ラムであって、前記無線通信ステップでは、前記フレームレート設定ステップで設定した
前記フレームレートを示す信号を前記カプセル内視鏡に対して送信し、前記記憶部は、前
記座標と前記フレームレートとの関係を示す情報のセットを複数記憶しており、前記セッ
トのうち第１のセットと第２のセットとでは、前記フレームレートは異なり、前記フレー
ムレート設定ステップでは、前記記憶部が保持する前記位置データベースに含まれるいず
れかの前記座標と、前記位置推定ステップで推定した前記カプセル内視鏡の位置との距離
が、あらかじめ設定した距離閾値未満である場合、あらかじめ設定した距離閾値未満であ
る前記座標に対応するフレームレートを設定することを特徴とするプログラムである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、カプセル内視鏡の消費電力の増加を抑えつつ、フレームレートの設定
を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１３】
【図１】本発明の第１の実施形態におけるカプセル内視鏡システムの構成を示したブロッ
ク図である。
【図２】本発明の第１の実施形態におけるカプセル内視鏡の構成を示したブロック図であ
る。
【図３】本発明の第１の実施形態における体外端末の構成を示したブロック図である。
【図４】本発明の第１の実施形態における位置データベースのデータ構造を示した概略図
である。
【図５】本発明の第１の実施形態における座標と人体との関係を示した概略図である。
【図６】本発明の第１の実施形態における体外端末が、カプセル内視鏡のフレームレート
を決定し、決定したフレームレートを示す情報をカプセル内視鏡に対して送信する動作手
順を示したフローチャートである。
【図７】本発明の第２の実施形態における体外端末の構成を示したブロック図である。
【図８】本発明の第２の実施形態における位置データベースのデータ構造を示した概略図
である。
【図９】本発明の第２の実施形態における体外端末が、カプセル内視鏡のフレームレート
を決定し、決定したフレームレートを示す情報をカプセル内視鏡に対して送信する動作手
順を示したフローチャートである。
【図１０】本発明の第３の実施形態における体外端末の構成を示したブロック図である。
【図１１】本発明の第３の実施形態における距離閾値テーブルのデータ構造を示した概略
図である。
【図１２】本発明の第３の実施形態における体外端末が、カプセル内視鏡のフレームレー
トを決定し、決定したフレームレートを示す情報をカプセル内視鏡に対して送信する動作
手順を示したフローチャートである。
【図１３】本発明の第４の実施形態における体外端末の構成を示したブロック図である。
【図１４】本発明の第４の実施形態における距離閾値テーブルのデータ構造を示した概略
図である。
【図１５】本発明の第４の実施形態における体外端末が、カプセル内視鏡のフレームレー
トを決定し、決定したフレームレートを示す情報をカプセル内視鏡に対して送信する動作
手順を示したフローチャートである。
【図１６】本発明の第５の実施形態における距離閾値加算テーブルのデータ構造を示した
概略図である。
【図１７】本発明の第５の実施形態における体外端末が、カプセル内視鏡のフレームレー
トを決定し、決定したフレームレートを示す情報をカプセル内視鏡に対して送信する動作
手順を示したフローチャートである。
【図１８】本発明の第６の実施形態における距離閾値加算テーブルのデータ構造を示した
概略図である。
【図１９】本発明の第６の実施形態における体外端末が、カプセル内視鏡のフレームレー
トを決定し、決定したフレームレートを示す情報をカプセル内視鏡に対して送信する動作
手順を示したフローチャートである。
【図２０】本発明の第７の実施形態における体外端末の構成を示したブロック図である。
【図２１】本発明の第７の実施形態における体外端末が、位置データベースのデータ項目
「座標」の値を更新する動作手順を示したフローチャートである。
【図２２】本発明の第７の実施形態における座標と人体との関係を示した概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
（第１の実施形態）
　以下、本発明の第１の実施形態について図を参照しながら説明する。図１は、本実施形
態におけるカプセル内視鏡システムの構成を示したブロック図である。図示する例では、
カプセル内視鏡システム１は、カプセル内視鏡１０と、体外端末２０とを含んでいる。体
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外端末２０は、本体部２１とアンテナ部２２とを備えている。カプセル内視鏡１０と体外
端末２０とは無線通信を用いてデータの送受信が可能である。なお、カプセル内視鏡１０
が体腔内のあらゆる位置に存在する場合においても通信可能なように、アンテナ部２２は
複数のアンテナを備えている。
【００１５】
　カプセル内視鏡１０は、例えば、体腔内の観察のために患者の口から飲み込まれた後、
蠕動運動にしたがって胃や、小腸や、大腸を移動する。また、カプセル内視鏡１０は、例
えば体腔内に存在する場合には体腔内の画像を撮影し、撮影した画像データを順次無線通
信を用いて体外端末２０に対して送信する。体外端末２０は、カプセル内視鏡１０から送
信された画像データを保存する。体外端末２０が保存した画像データを診断等に役立てる
ことができる。
【００１６】
　図２は、本実施形態におけるカプセル内視鏡１０の構成を示したブロック図である。図
示する例では、カプセル内視鏡１０は、撮像部１０１と、無線通信部１０２（カプセル通
信部）と、制御部１０３とを備えている。撮像部１０１は、制御部１０３の制御に従って
指定のフレームレートで撮像を行い、画像データを取得する。無線通信部１０２は、アン
テナ素子を含み、体外端末２０と無線通信を行う。例えば、無線通信部１０２は、撮像部
１０１が取得した画像データを変調して体外端末２０に対して送信する。また、例えば、
無線通信部１０２は、体外端末２０から送信されたフレームレートを示す情報を受信する
。制御部１０３は、カプセル内視鏡１０が備える各部の制御を行う。また、制御部１０３
は、無線通信部１０２が体外端末２０から受信したフレームレートを示す情報に従い、撮
像部１０１のフレームレートを制御する。
【００１７】
　図３は、本実施形態における体外端末２０の構成を示したブロック図である。図示する
例では、体外端末２０は、本体部２１とアンテナ部２２とを備えている。本体部２１は、
無線通信部２１１と、画像保存部２１２と、位置推定部２１３と、記憶部２１４と、フレ
ームレート設定部２１５とを備えている。アンテナ部２２は、複数のアンテナ素子２２１
を備えている。なお、アンテナ部２２が人体に装着された場合、複数のアンテナ素子２２
１が配置される場所は予め決まっている。なお、例えば、無線通信部２１１とアンテナ部
２２とが請求項における無線通信部に相当する。
【００１８】
　複数のアンテナ素子２２１は、カプセル内視鏡１０から送信される信号（変調信号もし
くは無変調搬送波）をそれぞれ受信する。無線通信部２１１は、複数のアンテナ素子２２
１が受信した信号に基づいて画像データを復調する。また、無線通信部２１１は、複数の
アンテナ素子２２１が受信した信号の信号レベル（受信信号強度）を測定する。また、無
線通信部２１１は、フレームレート設定部２１５が決定したフレームレートを示す情報を
、アンテナ素子２２１を介してカプセル内視鏡１０に対して送信する。
【００１９】
　画像保存部２１２は、例えばメモリ等であり、無線通信部２１１が復調した画像データ
を保存する。位置推定部２１３は、無線通信部２１１が測定した複数のアンテナ素子２２
１が受信した信号の信号レベルを用いて、カプセル内視鏡１０の位置推定を行う。位置推
定方法については後述する。
【００２０】
　記憶部２１４は、例えばメモリ等であり、位置データベースを記憶する。位置データベ
ースは、カプセル内視鏡１０のフレームレートを変更する座標と、それぞれの位置に到達
した際に設定するフレームレートのデータセットを記憶するデータベースである。位置デ
ータベースの詳細については後述する。フレームレート設定部２１５は、記憶部２１４が
記憶している位置データベースと、位置推定部２１３が推定したカプセル内視鏡１０とに
基づいて、カプセル内視鏡１０の撮像部１０１のフレームレートを決定する。フレームレ
ートの決定方法については後述する。
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【００２１】
　次に、位置データベースについて説明する。図４は、本実施形態における位置データベ
ースのデータ構造を示した概略図である。位置データベースは「座標」と、「フレームレ
ート」とのデータ項目を有しており、各データ項目のデータを行毎に関連付けて記憶する
。データ項目「座標」は、カプセル内視鏡１０の撮像部１０１のフレームレートを設定す
る位置を示す座標を記憶する。データ項目「フレームレート」は、カプセル内視鏡１０の
撮像部１０１のフレームレートを記憶する。
【００２２】
　図５は、本実施形態における座標と人体との関係を示した概略図である。本実施形態で
は、座標のｘ軸方向、ｙ軸方向、ｚ軸方向は、図５に示す方向とする。図示するようにｘ
軸方向は人体の背から腹の方向である。また、ｙ軸方向は人体の右手側から左手側の方向
である。また、ｚ軸方向は人体の頭から足の方向である。座標の値は、原点を人体の右腰
とし、単位をｍｍとしている。この例では、胃の入り口の座標は「（１００，１８０，２
５０）」である。すなわち、胃の入り口は、右腰からｘ軸方向に１００ｍｍ、ｙ軸方向に
１８０ｍｍ、ｚ軸方向に２５０ｍｍの位置である。また、小腸の入り口の座標は「（１０
０，１００，２００）」である。すなわち、小腸の入り口は、右腰からｘ軸方向に１００
ｍｍ、ｙ軸方向に１００ｍｍ、ｚ軸方向に２００ｍｍの位置である。また、大腸の入り口
の座標は「（１００，２２０，５０）」である。すなわち、大腸の入り口は、右腰からｘ
軸方向に１００ｍｍ、ｙ軸方向に２２０ｍｍ、ｚ軸方向に５０ｍｍの位置である。なお、
座標のｘ軸方向、ｙ軸方向、ｚ軸方向や、原点や、単位はこれに限らず、カプセル内視鏡
１０の位置を特定することができる値であればどのような値を用いてもよい。また、患者
が実際にカプセル内視鏡１０を嚥下する前に、あらかじめ座標系を設定しておく。
【００２３】
　以下、図４の説明に戻る。図４に示す例では、行１０１のデータ項目「座標」に記憶さ
れている値が「（１００，１８０，２５０）」であり、データ項目「フレームレート」に
記憶されている値が「４ｆｒａｍｅ／ｓ」である。これは、カプセル内視鏡１０と、「座
標（１００，１８０，２５０）」との距離が所定の距離閾値未満になった場合に、カプセ
ル内視鏡１０の撮像部１０１のフレームレートを毎秒４フレーム（４ｆｒａｍｅ／ｓ）に
設定することを示している。すなわち、カプセル内視鏡１０の位置と胃の入り口との距離
が、所定の距離閾値未満の場合に、カプセル内視鏡１０の撮像部１０１のフレームレート
を毎秒４フレーム（４ｆｒａｍｅ／ｓ）に設定することを示している。
【００２４】
　また、図示する例では、行１０２のデータ項目「座標」に記憶されている値が「（１０
０，１００，２００）」であり、データ項目「フレームレート」に記憶されている値が「
２ｆｒａｍｅ／ｓ」である。これは、カプセル内視鏡１０と、「座標（１００，１００，
２００）」との距離が所定の距離閾値未満になった場合に、カプセル内視鏡１０の撮像部
１０１のフレームレートを毎秒２フレーム（２ｆｒａｍｅ／ｓ）に設定することを示して
いる。すなわち、カプセル内視鏡１０の位置と小腸の入り口との距離が、所定の距離閾値
未満の場合に、カプセル内視鏡１０の撮像部１０１のフレームレートを毎秒２フレーム（
２ｆｒａｍｅ／ｓ）に設定することを示している。
【００２５】
　また、図示する例では、行１０３のデータ項目「座標」に記憶されている値が「（１０
０，２２０，５０）」であり、データ項目「フレームレート」に記憶されている値が「１
０ｆｒａｍｅ／ｓ」である。これは、カプセル内視鏡１０と、「座標（１００，２２０，
５０）」との距離が所定の距離閾値未満になった場合に、カプセル内視鏡１０の撮像部１
０１のフレームレートを毎秒１０フレーム（１０ｆｒａｍｅ／ｓ）に設定することを示し
ている。すなわち、カプセル内視鏡１０の位置と大腸の入り口との距離が、所定の距離閾
値未満の場合に、カプセル内視鏡１０の撮像部１０１のフレームレートを毎秒１０フレー
ム（１０ｆｒａｍｅ／ｓ）に設定することを示している。なお、上述した所定の距離閾値
は予め決められていてもよく、任意に設定できるようにしてもよい。
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【００２６】
　なお、図４に示した例では、カプセル内視鏡１０の位置を示すデータ項目「座標」の値
と、カプセル内視鏡１０の位置に対応したフレームレートを示すデータ項目「フレームレ
ート」の値との組を３組記憶しているが、これに限らず、１組以上記憶していればよい。
また、カプセル内視鏡１０の撮像部１０１の撮像を停止させる場合は、データ項目「フレ
ームレート」の値を「０ｆｒａｍｅ／ｓ」（毎秒０フレーム＝画像伝送停止）と設定する
。また、患者が実際にカプセル内視鏡１０を嚥下する前に、位置データベースの内容を設
定しておく。
【００２７】
　次に、位置推定部２１３が、カプセル内視鏡１０の位置を推定する方法について説明す
る。上述したとおり、アンテナ部２２が人体に装着された場合、複数のアンテナ素子２２
１が配置される場所は予め決まっている。従って、位置推定部２１３は、無線通信部２１
１が測定した、各アンテナ素子２２１が受信した信号の信号レベル（受信信号強度）を用
いてカプセル内視鏡１０の位置を推定することができる。本実施形態では、位置推定部２
１３はカプセル内視鏡１０の位置を図５に示した座標を用いて出力する。なお、カプセル
内視鏡１０の位置を推定する方法はどのような方法を用いてもよい。
【００２８】
　次に、フレームレート設定部２１５が、カプセル内視鏡１０の撮像部１０１のフレーム
レートを決定する方法について説明する。フレームレート設定部２１５は、位置推定部２
１３が推定したカプセル内視鏡１０の位置と、位置データベースに記憶されている座標が
示す位置との距離が所定の距離閾値未満となった場合に、カプセル内視鏡１０の撮像部１
０１のフレームレートを当該座標と関連付けて記憶されているフレームレートと決定する
。
【００２９】
　次に、カプセル内視鏡１０の動作について説明する。カプセル内視鏡１０は、体外端末
２０に対して、定期的に信号（変調信号もしくは無変調搬送波）を送信する。また、カプ
セル内視鏡１０は、体外端末２０から送信されるフレームレートを示す情報で指定される
フレームレートで画像を撮影し、画像データを体外端末２０に対して送信する。これによ
り、カプセル内視鏡１０は、体外端末２０が設定したフレームレートで、体外端末２０に
対して画像データを送信する。なお、カプセル内視鏡１０は、フレームレートを示す情報
を一度も受信していない場合は、予め定められているフレームレートで画像を撮影して体
外端末２０に送信する。予め定められているフレームレートはどのような値でもよい。
【００３０】
　次に、体外端末２０の動作について説明する。体外端末２０は、カプセル内視鏡１０か
ら送信される画像データを画像保存部２１２に保存する。また、体外端末２０は、カプセ
ル内視鏡１０の撮像部１０１のフレームレートを決定し、決定したフレームレートを示す
情報をカプセル内視鏡１０に対して送信する。
【００３１】
　図６は、本実施形態における体外端末２０が、カプセル内視鏡１０のフレームレートを
決定し、決定したフレームレートを示す情報をカプセル内視鏡１０に対して送信する動作
手順を示したフローチャートである。
【００３２】
　（ステップＳ１０１）複数のアンテナ素子２２１は、カプセル内視鏡１０から送信され
る信号（変調信号もしくは無変調搬送波）をそれぞれ受信する。続いて、無線通信部２１
１は、複数のアンテナ素子２２１が受信した信号の信号レベル（受信信号強度）を測定す
る。その後、ステップＳ１０２の処理に進む。このステップＳ１０１の処理を信号受信ス
テップとする。
【００３３】
　（ステップＳ１０２）位置推定部２１３は、ステップＳ１０１の処理で無線通信部２１
１が測定した複数のアンテナ素子２２１が受信した信号の信号レベル（受信信号強度）を
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用いて、カプセル内視鏡１０の位置を推定し、その座標情報をフレームレート設定部２１
５に対して出力する。このステップＳ１０２の処理を位置推定ステップとする。
【００３４】
　（ステップＳ１０３）フレームレート設定部２１５は、記憶部２１４が記憶する位置デ
ータベースから、データ項目「座標」とデータ項目「フレームレート」とに記憶されてい
る値の組を読み出す。その後、ステップＳ１０４の処理に進む。このステップＳ１０３の
処理を位置データベース情報取得ステップとする。
【００３５】
　（ステップＳ１０４）フレームレート設定部２１５は、ステップＳ１０２の位置推定ス
テップで位置推定部２１３が出力したカプセル内視鏡１０の座標情報と、ステップＳ１０
３の位置データベース情報取得ステップで読み出したデータ項目「座標」の値との２点間
の距離を、データ項目「座標」の値毎に算出する。その後、ステップＳ１０５の処理に進
む。このステップＳ１０４の処理を距離算出ステップとする。
【００３６】
　（ステップＳ１０５）フレームレート設定部２１５は、ステップＳ１０４の距離算出ス
テップで算出した２点間の距離のうち、所定の距離閾値未満の距離があるか否かを判定す
る。ステップＳ１０４の距離算出ステップで算出した２点間の距離のうち、所定の距離閾
値未満の距離があるとフレームレート設定部２１５が判定した場合にはステップＳ１０６
の処理に進み、それ以外の場合にはステップＳ１０１の処理に戻る。このステップＳ１０
５の処理を閾値比較判定ステップとする。
【００３７】
　（ステップＳ１０６）フレームレート設定部２１５は、ステップＳ１０４の距離算出ス
テップで算出した２点間の距離のうち、所定の距離閾値未満の距離であるデータ項目「座
標」の値と組として記憶されているデータ項目「フレームレート」の値を、カプセル内視
鏡１０の撮像部１０１のフレームレートと決定する。その後、ステップＳ１０７の処理に
進む。このステップＳ１０６の処理をフレームレート決定ステップとする。
【００３８】
　（ステップＳ１０７）無線通信部２１１は、ステップＳ１０６のフレームレート決定ス
テップでフレームレート設定部２１５が決定したカプセル内視鏡１０の撮像部１０１のフ
レームレートを、アンテナ部２２のアンテナ素子２２１を介して、カプセル内視鏡１０に
対して送信する。その後、ステップＳ１０８の処理に進む。このステップＳ１０７の処理
をフレームレート送信ステップとする。
【００３９】
　（ステップＳ１０８）無線通信部２１１は、カプセル内視鏡１０から一定時間以上信号
を受信していないか否かを判定する。カプセル内視鏡１０から一定時間以上信号を受信し
ていないと無線通信部２１１が判定した場合には処理を終了し、それ以外の場合にはステ
ップＳ１０１の処理に戻る。このステップＳ１０８の処理を終了判定ステップとする。例
えば、カプセル内視鏡１０において電池切れが発生した場合には、カプセル内視鏡１０か
ら信号を受信することができない。実際にはこの場合にカプセル内視鏡１０から一定時間
以上信号を受信していないと判定し、処理を終了する場合が多い。
【００４０】
　上述したとおり、本実施形態によれば、体外端末２０の位置推定部２１３は、アンテナ
部２２が備える複数のアンテナ素子２２１が受信した信号レベルを用いてカプセル内視鏡
１０の位置検出を行う。また、記憶部２１４が記憶する位置データベースは、カプセル内
視鏡１０の位置を示すデータ項目「座標」の値と、カプセル内視鏡１０の位置に対応した
フレームレートを示すデータ項目「フレームレート」の値との組を予め記憶している。
【００４１】
　そして、フレームレート設定部２１５は、位置推定部２１３が推定したカプセル内視鏡
１０の位置と、位置データベースが記憶しているデータ項目「座標」の値との距離が所定
の距離閾値未満である場合に、当該データ項目「座標」の値と組として記憶されているデ
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ータ項目「フレームレート」の値を、カプセル内視鏡１０の撮像部１０１のフレームレー
トと決定する。その後、無線通信部２１１は、アンテナ部２２のアンテナ素子２２１を介
して、決定したカプセル内視鏡１０の撮像部１０１のフレームレートを示す情報をカプセ
ル内視鏡１０に対して送信する。
【００４２】
　カプセル内視鏡１０の撮像部１０１は、体外端末２０から送信されたフレームレートを
示す情報で指定されるフレームレートで撮像を行う。これにより、カプセル内視鏡１０の
位置に応じて撮像部１０１のフレームレートを変更することができるため、カプセル内視
鏡１０の余分な電池の消耗を低減することができる。
【００４３】
（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について図を参照しながら説明する。本実施形態におけ
るカプセル内視鏡システムは、第１の実施形態と同様に、カプセル内視鏡と体外端末とを
含んでいる。また、本実施形態におけるカプセル内視鏡は、第１の実施形態におけるカプ
セル内視鏡と同様である。本実施形態と第１の実施形態とで異なる構成は、本実施形態に
おける体外端末が距離閾値変更部を備えている点である。
【００４４】
　図７は、本実施形態における体外端末３０の構成を示したブロック図である。図示する
例では、体外端末３０は、本体部３１とアンテナ部２２とを備えている。アンテナ部２２
の構成は、第１の実施形態におけるアンテナ部２２の構成と同様である。本体部３１は、
無線通信部２１１と、画像保存部２１２と、位置推定部２１３と、記憶部２１４と、フレ
ームレート設定部２１５と、距離閾値変更部３１１とを備えている。無線通信部２１１と
、画像保存部２１２と、位置推定部２１３と、記憶部２１４とは、第１の実施形態におけ
る各部と同様である。なお、記憶部２１４が記憶する位置データベースの構成は、第１の
実施形態と異なる。本実施形態における位置データベースの構成については後述する。
【００４５】
　距離閾値変更部３１１は、記憶部２１４から取得した座標とフレームレートのデータセ
ットに対し、それぞれ距離閾値を変更し、フレームレート設定部２１５に出力する。フレ
ームレート設定部２１５は、距離閾値変更部３１１から取得したフレームレート変更位置
と、位置推定部２１３から取得したカプセル内視鏡１０の推定位置との距離を算出し、距
離閾値変更部３１１から取得した距離閾値未満の場合には、対応するフレームレートへの
変更を決定する。
【００４６】
　次に、位置データベースについて説明する。図８は、本実施形態における位置データベ
ースのデータ構造を示した概略図である。位置データベースは「座標」と、「フレームレ
ート」と、「距離閾値」とのデータ項目を有しており、各データ項目のデータを行毎に関
連付けて記憶する。データ項目「座標」は、カプセル内視鏡１０の撮像部１０１のフレー
ムレートを設定する位置を示す座標を記憶する。データ項目「フレームレート」は、カプ
セル内視鏡１０の撮像部１０１のフレームレートを記憶する。データ項目「距離閾値」は
、距離閾値を記憶する。
【００４７】
　本実施形態における座標と人体との関係は、第１の実施形態における座標と人体との関
係と同様である。図示する例では、行２０１のデータ項目「座標」に記憶されている値が
「（１００，１８０，２５０）」であり、データ項目「フレームレート」に記憶されてい
る値が「４ｆｒａｍｅ／ｓ」であり、距離閾値が「２０ｍｍ」である。これは、カプセル
内視鏡１０と、「座標（１００，１８０，２５０）」との距離が「２０ｍｍ」未満になっ
た場合に、カプセル内視鏡１０の撮像部１０１のフレームレートを毎秒４フレーム（４ｆ
ｒａｍｅ／ｓ）に設定することを示している。すなわち、カプセル内視鏡１０の位置と胃
の入り口との距離が、２０ｍｍ未満の場合に、カプセル内視鏡１０の撮像部１０１のフレ
ームレートを毎秒４フレーム（４ｆｒａｍｅ／ｓ）に設定することを示している。
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【００４８】
　また、図示する例では、行２０２のデータ項目「座標」に記憶されている値が「（１０
０，１００，２００）」であり、データ項目「フレームレート」に記憶されている値が「
２ｆｒａｍｅ／ｓ」であり、データ項目「距離閾値」に記憶されている値が「３０ｍｍ」
である。これは、カプセル内視鏡１０と、「座標（１００，１００，２００）」との距離
が３０ｍｍ未満になった場合に、カプセル内視鏡１０の撮像部１０１のフレームレートを
毎秒２フレーム（２ｆｒａｍｅ／ｓ）に設定することを示している。すなわち、カプセル
内視鏡１０の位置と小腸の入り口との距離が、３０ｍｍ未満の場合に、カプセル内視鏡１
０の撮像部１０１のフレームレートを毎秒２フレーム（２ｆｒａｍｅ／ｓ）に設定するこ
とを示している。
【００４９】
　また、図示する例では、行２０３のデータ項目「座標」に記憶されている値が「（１０
０，２２０，５０）」であり、データ項目「フレームレート」に記憶されている値が「１
０ｆｒａｍｅ／ｓ」であり、データ項目「距離閾値」に記憶されている値が「５０ｍｍ」
である。これは、カプセル内視鏡１０と、「座標（１００，２２０，５０）」との距離が
５０ｍｍ未満になった場合に、カプセル内視鏡１０の撮像部１０１のフレームレートを毎
秒１０フレーム（１０ｆｒａｍｅ／ｓ）に設定することを示している。すなわち、カプセ
ル内視鏡１０の位置と大腸の入り口との距離が、５０ｍｍ未満の場合に、カプセル内視鏡
１０の撮像部１０１のフレームレートを毎秒１０フレーム（１０ｆｒａｍｅ／ｓ）に設定
することを示している。
【００５０】
　なお、図８に示した例では、カプセル内視鏡１０の位置を示すデータ項目「座標」の値
と、カプセル内視鏡１０の位置に対応したフレームレートを示すデータ項目「フレームレ
ート」の値と、距離閾値を示すデータ項目「距離閾値」の値との組を３組記憶しているが
、これに限らず、１組以上記憶していればよい。また、データ項目「距離閾値」の値が３
組とも異なる値であるが、同一の値としてもよい。また、カプセル内視鏡１０の撮像部１
０１の撮像を停止させる場合は、データ項目「フレームレート」の値を「０ｆｒａｍｅ／
ｓ」（毎秒０フレーム＝画像伝送停止）と設定する。また、患者が実際にカプセル内視鏡
１０を嚥下する前に、位置データベースの内容を設定しておく。
【００５１】
　次に、フレームレート設定部２１５が、カプセル内視鏡１０の撮像部１０１のフレーム
レートを決定する方法について説明する。フレームレート設定部２１５は、位置推定部２
１３が推定したカプセル内視鏡１０の位置と、位置データベースに記憶されている座標が
示す位置との距離が、位置データベースに記憶されている距離閾値未満となった場合に、
カプセル内視鏡１０の撮像部１０１のフレームレートを当該座標と関連付けて記憶されて
いるフレームレートと決定する。なお、距離閾値は、距離閾値変更部３１１が変更する。
【００５２】
　次に、カプセル内視鏡１０の動作について説明する。カプセル内視鏡１０の動作は、第
１の実施形態におけるカプセル内視鏡１０の動作と同様である。
【００５３】
　次に、体外端末３０の動作について説明する。体外端末３０は、カプセル内視鏡１０か
ら送信される画像データを画像保存部２１２に保存する。また、体外端末３０は、カプセ
ル内視鏡１０の撮像部１０１のフレームレートを決定し、決定したフレームレートを示す
情報をカプセル内視鏡１０に対して送信する。
【００５４】
　図９は、本実施形態における体外端末３０が、カプセル内視鏡１０のフレームレートを
決定し、決定したフレームレートを示す情報をカプセル内視鏡１０に対して送信する動作
手順を示したフローチャートである。
【００５５】
　ステップＳ２０１～ステップＳ２０２の処理は、第１の実施形態におけるステップＳ１
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０１～ステップＳ１０２の処理と同様である。
【００５６】
　（ステップＳ２０３）距離閾値変更部３１１は、記憶部２１４が記憶する位置データベ
ースから、データ項目「座標」と、データ項目「フレームレート」と、データ項目「距離
閾値」に記憶されている値の組を読み出す。また、距離閾値変更部３１１は、読み出した
データ項目「座標」とデータ項目「フレームレート」と値の組をフレームレート設定部２
１５に対して出力する。その後、ステップＳ２０４の処理に進む。このステップＳ２０３
の処理を位置データベース情報取得ステップとする。
【００５７】
　（ステップＳ２０４）距離閾値変更部３１１は、ステップＳ２０３の処理で読み出した
データ項目「距離閾値」の各値を、フレームレート設定部２１５に対して出力する。その
後、ステップＳ２０５の処理に進む。このステップＳ２０４の処理を距離閾値変更ステッ
プとする。
【００５８】
　（ステップＳ２０５）フレームレート設定部２１５は、ステップＳ２０２の位置推定ス
テップで位置推定部２１３が出力したカプセル内視鏡１０の座標情報と、ステップＳ２０
３の位置データベース情報取得ステップで取得したデータ項目「座標」の値との２点間の
距離を、データ項目「座標」の値毎に算出する。その後、ステップＳ２０６の処理に進む
。このステップＳ２０５の処理を距離算出ステップとする。
【００５９】
　（ステップＳ２０６）フレームレート設定部２１５は、ステップＳ２０５の距離算出ス
テップで算出した２点間の距離のうち、ステップＳ２０４の処理で取得したデータ項目「
距離閾値」の値未満の距離があるか否かを判定する。ステップＳ２０５の距離算出ステッ
プで算出した２点間の距離のうち、ステップＳ２０４の処理で取得したデータ項目「距離
閾値」の値未満の距離があるとフレームレート設定部２１５が判定した場合にはステップ
Ｓ２０７の処理に進み、それ以外の場合にはステップＳ２０１の処理に戻る。このステッ
プＳ２０６の処理を閾値比較判定ステップとする。
【００６０】
　ステップＳ２０７～ステップＳ２０９の処理は、第１の実施形態におけるステップＳ１
０６～ステップＳ１０８の処理と同様である。
【００６１】
　上述したとおり、本実施形態によれば、体外端末３０の位置推定部２１３は、アンテナ
部２２が備える複数のアンテナ素子２２１が受信した信号レベルを用いてカプセル内視鏡
１０の位置検出を行う。また、記憶部２１４が記憶する位置データベースは、カプセル内
視鏡１０の位置を示すデータ項目「座標」の値と、カプセル内視鏡１０の位置に対応した
フレームレートを示すデータ項目「フレームレート」の値と、距離閾値を示すデータ項目
「距離閾値」の値との組を予め記憶している。
【００６２】
　そして、フレームレート設定部２１５は、位置推定部２１３が推定したカプセル内視鏡
１０の位置と、位置データベースが記憶しているデータ項目「座標」の値との距離が、当
該データ項目「座標」の値と組として記憶されているデータ項目「距離閾値」の値未満で
ある場合に、当該データ項目「座標」の値と組として記憶されているデータ項目「フレー
ムレート」の値を、カプセル内視鏡１０の撮像部１０１のフレームレートと決定する。そ
の後、無線通信部２１１は、アンテナ部２２のアンテナ素子２２１を介して、決定したカ
プセル内視鏡１０の撮像部１０１のフレームレートを示す情報をカプセル内視鏡１０に対
して送信する。
【００６３】
　カプセル内視鏡１０の撮像部１０１は、体外端末３０から送信されたフレームレートを
示す情報で指定されるフレームレートで撮像を行う。これにより、カプセル内視鏡１０の
位置に応じて撮像部１０１のフレームレートを変更することができるため、カプセル内視
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鏡１０の余分な電池の消耗を低減することができる。また、体腔内での臓器の動きによる
位置ばらつきや臓器の管腔太さに応じて距離閾値を変更することで、位置ばらつきや管腔
太さにばらつきがあった場合においても、カプセル内視鏡１０に対して、より適切なフレ
ームレート変更を指示することができる。
【００６４】
（第３の実施形態）
　次に、本発明の第３の実施形態について図を参照しながら説明する。本実施形態におけ
るカプセル内視鏡システムは、第１の実施形態と同様に、カプセル内視鏡と体外端末とを
含んでいる。また、本実施形態におけるカプセル内視鏡は、第１の実施形態におけるカプ
セル内視鏡と同様である。本実施形態と第１の実施形態とで異なる構成は、本実施形態に
おける体外端末が距離閾値変更部と速度算出部とを備えている点である。
【００６５】
　図１０は、本実施形態における体外端末４０の構成を示したブロック図である。図示す
る例では、体外端末４０は、本体部４１とアンテナ部２２とを備えている。アンテナ部２
２の構成は、第１の実施形態におけるアンテナ部２２の構成と同様である。本体部４１は
、無線通信部２１１と、画像保存部２１２と、位置推定部２１３と、記憶部２１４と、フ
レームレート設定部２１５と、距離閾値変更部３１１と、速度算出部４１１とを備えてい
る。無線通信部２１１と、画像保存部２１２と、位置推定部２１３と、記憶部２１４とは
、第１の実施形態における各部と同様である。なお、記憶部２１４は、位置データベース
の他に、距離閾値テーブルを記憶している。位置データベースの構成は第１の実施形態に
おける位置データベースの構成と同様である。距離閾値テーブルの構成については後述す
る。
【００６６】
　速度算出部４１１は、位置推定部２１３が推定した２点間のカプセル内視鏡１０の位置
と、２点間を移動した際の時間とに基づいてカプセル内視鏡１０の移動速度を算出する。
距離閾値変更部３１１は、速度算出部４１１が算出したカプセル内視鏡１０の移動速度と
、記憶部２１４が記憶している距離閾値テーブルとに基づいて距離閾値を設定する。距離
閾値の設定方法については後述する。フレームレート設定部２１５は、記憶部２１４が記
憶している位置データベースと、位置推定部２１３が推定したカプセル内視鏡１０と、距
離閾値変更部３１１が設定した距離閾値とに基づいて、カプセル内視鏡１０の撮像部１０
１のフレームレートを決定する。フレームレートの決定方法については後述する。
【００６７】
　次に、距離閾値テーブルについて説明する。図１１は、本実施形態における距離閾値テ
ーブルのデータ構造を示した概略図である。距離閾値テーブルは「移動速度」と「距離閾
値」とのデータ項目を有しており、各データ項目のデータを行毎に関連付けて記憶する。
データ項目「移動速度」は、カプセル内視鏡１０の速度を記憶する。データ項目「距離閾
値」は、距離閾値を記憶する。
【００６８】
　図示する例では、行３０１のデータ項目「移動速度」に記憶されている値が「～５ｍｍ
／ｓ」であり、データ項目「距離閾値」に記憶されている値が「１０ｍｍ」である。これ
は、カプセル内視鏡１０の移動速度が毎秒５ｍｍ未満である場合、距離閾値を１０ｍｍに
設定することを示している。
【００６９】
　また、図示する例では、行３０２のデータ項目「移動速度」に記憶されている値が「５
ｍｍ／ｓ～１０ｍｍ／ｓ」であり、データ項目「距離閾値」に記憶されている値が「２０
ｍｍ」である。これは、カプセル内視鏡１０の移動速度が毎秒５ｍｍ以上１０ｍｍ未満で
ある場合、距離閾値を２０ｍｍに設定することを示している。
【００７０】
　また、図示する例では、行３０３のデータ項目「移動速度」に記憶されている値が「１
０ｍｍ／ｓ～」であり、データ項目「距離閾値」に記憶されている値が「４０ｍｍ」であ
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る。これは、カプセル内視鏡１０の移動速度が毎秒１０ｍｍ以上である場合、距離閾値を
４０ｍｍに設定することを示している。
【００７１】
　なお、図１１に示した例では、データ項目「移動速度」の値とデータ項目「距離閾値」
の値との組を３組記憶しているが、これに限らない。また、患者が実際にカプセル内視鏡
１０を嚥下する前に、距離閾値テーブルの内容を設定しておく。
【００７２】
　次に、距離閾値変更部３１１が、距離閾値を設定する方法について説明する。距離閾値
変更部３１１は、速度算出部４１１が算出したカプセル内視鏡１０の移動速度を取得し、
距離閾値テーブルが記憶している距離閾値のうち、取得した速度に関連付けられている値
を距離閾値と設定する。例えば、距離閾値変更部３１１は、速度算出部４１１が算出した
カプセル内視鏡１０の移動速度が秒速３ｍｍである場合、距離閾値を１０ｍｍと設定する
。
【００７３】
　次に、フレームレート設定部２１５が、カプセル内視鏡１０の撮像部１０１のフレーム
レートを決定する方法について説明する。フレームレート設定部２１５は、位置推定部２
１３が推定したカプセル内視鏡１０の位置と、位置データベースに記憶されている座標が
示す位置との距離が、距離閾値変更部３１１が設定した距離閾値未満となった場合に、カ
プセル内視鏡１０の撮像部１０１のフレームレートを当該座標と関連付けて記憶されてい
るフレームレートと決定する。
【００７４】
　次に、カプセル内視鏡１０の動作について説明する。カプセル内視鏡１０の動作は、第
１の実施形態におけるカプセル内視鏡１０の動作と同様である。
【００７５】
　次に、体外端末４０の動作について説明する。体外端末４０は、カプセル内視鏡１０か
ら送信される画像データを画像保存部２１２に保存する。また、体外端末４０は、カプセ
ル内視鏡１０の撮像部１０１のフレームレートを決定し、決定したフレームレートを示す
情報をカプセル内視鏡１０に対して送信する。
【００７６】
　図１２は、本実施形態における体外端末４０が、カプセル内視鏡１０のフレームレート
を決定し、決定したフレームレートを示す情報をカプセル内視鏡１０に対して送信する動
作手順を示したフローチャートである。
【００７７】
　ステップＳ３０１～ステップＳ３０３の処理は、第１の実施形態におけるステップＳ１
０１～ステップＳ１０３の処理と同様である。
【００７８】
　（ステップＳ３０４）速度算出部４１１は、位置推定部２１３が推定したカプセル内視
鏡１０の推定位置の座標の経時変化に基づいて、カプセル内視鏡１０の移動速度を算出す
る。例えば、速度算出部４１１は、ステップＳ３０２の処理で位置推定部２１３が推定し
たカプセル内視鏡１０の座標と、この座標を推定したステップＳ３０２の処理よりも１回
前に実行したステップＳ３０２の処理で位置推定部２１３が推定したカプセル内視鏡１０
の座標と、この２つの座標間の移動に要した時間とに基づいて、カプセル内視鏡１０の移
動速度を算出する。その後、ステップＳ３０５の処理に進む。このステップＳ３０４の処
理を速度算出ステップとする。
【００７９】
　（ステップＳ３０５）距離閾値変更部３１１は、ステップＳ３０４の速度算出ステップ
で速度算出部４１１が算出したカプセル内視鏡１０の移動速度と、記憶部２１４が記憶す
る距離閾値テーブルとに基づいて、距離閾値を設定する。その後、ステップＳ３０６の処
理に進む。このステップＳ３０５の処理を距離閾値変更ステップとする。
【００８０】
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　（ステップＳ３０６）フレームレート設定部２１５は、ステップＳ３０２の位置推定ス
テップで位置推定部２１３が出力したカプセル内視鏡１０の座標情報と、ステップＳ３０
３の位置データベース情報取得ステップで読み出したデータ項目「座標」の値との２点間
の距離を、データ項目「座標」の値毎に算出する。その後、ステップＳ３０７の処理に進
む。このステップＳ３０６の処理を距離算出ステップとする。
【００８１】
　（ステップＳ３０７）フレームレート設定部２１５は、ステップＳ３０６の距離算出ス
テップで算出した２点間の距離のうち、ステップＳ３０５の距離閾値変更ステップで距離
閾値変更部３１１が設定した距離閾値未満の距離があるか否かを判定する。ステップＳ３
０６の距離算出ステップで算出した２点間の距離のうち、ステップＳ３０５の距離閾値変
更ステップで距離閾値変更部３１１が設定した距離閾値未満の距離があるとフレームレー
ト設定部２１５が判定した場合にはステップＳ３０８の処理に進み、それ以外の場合には
ステップＳ３０１の処理に戻る。このステップＳ３０７の処理を閾値比較判定ステップと
する。
【００８２】
　ステップＳ３０８～ステップＳ３１０の処理は、第１の実施形態におけるステップＳ１
０６～ステップＳ１０８の処理と同様である。
【００８３】
　上述したとおり、本実施形態によれば、体外端末４０の位置推定部２１３は、アンテナ
部２２が備える複数のアンテナ素子２２１が受信した信号レベルを用いてカプセル内視鏡
１０の位置検出を行う。また、記憶部２１４が記憶する位置データベースは、カプセル内
視鏡１０の位置を示すデータ項目「座標」の値と、カプセル内視鏡１０の位置に対応した
フレームレートを示すデータ項目「フレームレート」の値との組を予め記憶している。ま
た、記憶部２１４が記憶する距離閾値テーブルは、カプセル内視鏡１０の移動速度を示す
データ項目「移動速度」の値と、距離閾値を示すデータ項目「距離閾値」の値との組を予
め記憶している。
【００８４】
　速度算出部４１１は、位置推定部２１３が推定したカプセル内視鏡１０の推定位置の座
標の経時変化に基づいて、カプセル内視鏡１０の移動速度を算出する。そして、距離閾値
変更部３１１は、速度算出部４１１が算出したカプセル内視鏡１０の移動速度と、記憶部
２１４が記憶する距離閾値テーブルとに基づいて、距離閾値を設定する。
【００８５】
　そして、フレームレート設定部２１５は、位置推定部２１３が推定したカプセル内視鏡
１０の位置と、位置データベースが記憶しているデータ項目「座標」の値との距離が、距
離閾値変更部３１１が設定した距離閾値未満である場合に、当該データ項目「座標」の値
と組として記憶されているデータ項目「フレームレート」の値を、カプセル内視鏡１０の
撮像部１０１のフレームレートと決定する。その後、無線通信部２１１は、アンテナ部２
２のアンテナ素子２２１を介して、決定したカプセル内視鏡１０の撮像部１０１のフレー
ムレートを示す情報をカプセル内視鏡１０に対して送信する。
【００８６】
　カプセル内視鏡１０の撮像部１０１は、体外端末４０から送信されたフレームレートを
示す情報で指定されるフレームレートで撮像を行う。これにより、カプセル内視鏡１０の
位置に応じて撮像部１０１のフレームレートを変更することができるため、カプセル内視
鏡１０の余分な電池の消耗を低減することができる。また、体腔内でのカプセル内視鏡１
０の移動速度に応じて距離閾値を変更することで、カプセル内視鏡１０の移動速度が速い
場合においても、確実にフレームレートの変更を指示することができる。
【００８７】
（第４の実施形態）
　次に、本発明の第４の実施形態について図を参照しながら説明する。本実施形態におけ
るカプセル内視鏡システムは、第１の実施形態と同様に、カプセル内視鏡と体外端末とを
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含んでいる。また、本実施形態におけるカプセル内視鏡は、第１の実施形態におけるカプ
セル内視鏡と同様である。本実施形態と第１の実施形態とで異なる構成は、本実施形態に
おける体外端末が距離閾値変更部と画像変化量算出部とを備えている点である。
【００８８】
　図１３は、本実施形態における体外端末５０の構成を示したブロック図である。図示す
る例では、体外端末５０は、本体部５１とアンテナ部２２とを備えている。アンテナ部２
２の構成は、第１の実施形態におけるアンテナ部２２の構成と同様である。本体部５１は
、無線通信部２１１と、画像保存部２１２と、位置推定部２１３と、記憶部２１４と、フ
レームレート設定部２１５と、距離閾値変更部３１１と、画像変化量算出部５１１とを備
えている。無線通信部２１１と、画像保存部２１２と、位置推定部２１３と、記憶部２１
４とは、第１の実施形態における各部と同様である。なお、記憶部２１４は、位置データ
ベースの他に、距離閾値テーブルを記憶している。位置データベースの構成は第１の実施
形態における位置データベースの構成と同様である。距離閾値テーブルの構成については
後述する。
【００８９】
　画像変化量算出部５１１は、画像保存部２１２が保存している画像データを用いて画像
変化量を算出する。ここで画像変化量とは、最新の画像データと１フレーム以上前の画像
データとの経時変化量を指す。例えば、画像変化量は、あらかじめ登録しておいた患部情
報データベース（図示せず）と取得画像データのパターンマッチングを行うことで抽出し
た注目領域の移動量でも良い。距離閾値変更部３１１は、画像変化量算出部５１１が算出
した画像変化量と、記憶部２１４が記憶している距離閾値テーブルとに基づいて距離閾値
を設定する。距離閾値の設定方法については後述する。フレームレート設定部２１５は、
記憶部２１４が記憶している位置データベースと、位置推定部２１３が推定したカプセル
内視鏡１０と、距離閾値変更部３１１が設定した距離閾値とに基づいて、カプセル内視鏡
１０の撮像部１０１のフレームレートを決定する。フレームレートの決定方法については
後述する。
【００９０】
　次に、距離閾値テーブルについて説明する。図１４は、本実施形態における距離閾値テ
ーブルのデータ構造を示した概略図である。距離閾値テーブルは「画像変化量」と「距離
閾値」とのデータ項目を有しており、各データ項目のデータを行毎に関連付けて記憶する
。データ項目「画像変化量」は、画像変化量を記憶する。データ項目「距離閾値」は、距
離閾値を記憶する。
【００９１】
　図示する例では、行４０１のデータ項目「画像変化量」に記憶されている値が「～１０
ピクセル／ｓ」であり、データ項目「距離閾値」に記憶されている値が「１０ｍｍ」であ
る。これは、画像変化量が毎秒１０ピクセル未満である場合、距離閾値を１０ｍｍに設定
することを示している。
【００９２】
　また、図示する例では、行４０２のデータ項目「画像変化量」に記憶されている値が「
１０ピクセル／ｓ～２０ピクセル／ｓ」であり、データ項目「距離閾値」に記憶されてい
る値が「２０ｍｍ」である。これは、画像変化量が毎秒１０ピクセル以上２０ピクセル未
満である場合、距離閾値を２０ｍｍに設定することを示している。
【００９３】
　また、図示する例では、行４０３のデータ項目「画像変化量」に記憶されている値が「
２０ピクセル／ｓ～」であり、データ項目「距離閾値」に記憶されている値が「４０ｍｍ
」である。これは、画像変化量が毎秒２０ピクセル以上である場合、距離閾値を４０ｍｍ
に設定することを示している。
【００９４】
　なお、図１１に示した例では、データ項目「画像変化量」の値とデータ項目「距離閾値
」の値との組を３組記憶しているが、これに限らない。また、患者が実際にカプセル内視
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鏡１０を嚥下する前に、距離閾値テーブルの内容を設定しておく。
【００９５】
　次に、距離閾値変更部３１１が、距離閾値を設定する方法について説明する。距離閾値
変更部３１１は、画像変化量算出部５１１が算出した画像変化量を取得し、距離閾値テー
ブルが記憶している距離閾値のうち、取得した画像変化量に関連付けられている値を距離
閾値と設定する。例えば、距離閾値変更部３１１は、画像変化量算出部５１１が算出した
画像変化量が毎秒３ピクセルである場合、距離閾値を１０ｍｍと設定する。
【００９６】
　次に、フレームレート設定部２１５が、カプセル内視鏡１０の撮像部１０１のフレーム
レートを決定する方法について説明する。フレームレート設定部２１５は、位置推定部２
１３が推定したカプセル内視鏡１０の位置と、位置データベースに記憶されている座標が
示す位置との距離が、距離閾値変更部３１１が設定した距離閾値未満となった場合に、カ
プセル内視鏡１０の撮像部１０１のフレームレートを当該座標と関連付けて記憶されてい
るフレームレートと決定する。
【００９７】
　次に、カプセル内視鏡１０の動作について説明する。カプセル内視鏡１０の動作は、第
１の実施形態におけるカプセル内視鏡１０の動作と同様である。
【００９８】
　次に、体外端末５０の動作について説明する。体外端末５０は、カプセル内視鏡１０か
ら送信される画像データを画像保存部２１２に保存する。また、体外端末５０は、カプセ
ル内視鏡１０の撮像部１０１のフレームレートを決定し、決定したフレームレートを示す
情報をカプセル内視鏡１０に対して送信する。
【００９９】
　図１５は、本実施形態における体外端末５０が、カプセル内視鏡１０のフレームレート
を決定し、決定したフレームレートを示す情報をカプセル内視鏡１０に対して送信する動
作手順を示したフローチャートである。
【０１００】
　ステップＳ４０１～ステップＳ４０３の処理は、第１の実施形態におけるステップＳ１
０１～ステップＳ１０３の処理と同様である。
【０１０１】
　（ステップＳ４０４）画像保存部２１２は、無線通信部２１１がカプセル内視鏡１０か
ら受信した画像データを記憶する。その後、ステップＳ４０５の処理に進む。このステッ
プＳ４０４の処理を画像保存ステップとする。
【０１０２】
　（ステップＳ４０５）画像変化量算出部５１１は、画像保存部２１２が保存している画
像データを用いて、画像変化量を算出する。その後、ステップＳ４０６の処理に進む。こ
のステップＳ４０５の処理を画像変化量算出ステップとする。
【０１０３】
　（ステップＳ４０６）距離閾値変更部３１１は、ステップＳ４０５の画像変化量算出ス
テップで画像変化量算出部５１１が算出した画像変化量と、記憶部２１４が記憶する距離
閾値テーブルとに基づいて、距離閾値を設定する。その後、ステップＳ４０７の処理に進
む。このステップＳ４０６の処理を距離閾値変更ステップとする。
【０１０４】
　（ステップＳ４０７）フレームレート設定部２１５は、ステップＳ４０２の位置推定ス
テップで位置推定部２１３が出力したカプセル内視鏡１０の座標情報と、ステップＳ４０
３の位置データベース情報取得ステップで読み出したデータ項目「座標」の値との２点間
の距離を、データ項目「座標」の値毎に算出する。その後、ステップＳ４０８の処理に進
む。このステップＳ４０７の処理を距離算出ステップとする。
【０１０５】
　（ステップＳ４０８）フレームレート設定部２１５は、ステップＳ４０７の距離算出ス
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テップで算出した２点間の距離のうち、ステップＳ４０６の距離閾値変更ステップで距離
閾値変更部３１１が設定した距離閾値未満の距離があるか否かを判定する。ステップＳ４
０７の距離算出ステップで算出した２点間の距離のうち、ステップＳ４０６の距離閾値変
更ステップで距離閾値変更部３１１が設定した距離閾値未満の距離があるとフレームレー
ト設定部２１５が判定した場合にはステップＳ４０９の処理に進み、それ以外の場合には
ステップＳ４０１の処理に戻る。このステップＳ４０８の処理を閾値比較判定ステップと
する。
【０１０６】
　ステップＳ４０９～ステップＳ４１１の処理は、第１の実施形態におけるステップＳ１
０６～ステップＳ１０８の処理と同様である。
【０１０７】
　上述したとおり、本実施形態によれば、体外端末５０の位置推定部２１３は、アンテナ
部２２が備える複数のアンテナ素子２２１が受信した信号レベルを用いてカプセル内視鏡
１０の位置検出を行う。また、記憶部２１４が記憶する位置データベースは、カプセル内
視鏡１０の位置を示すデータ項目「座標」の値と、カプセル内視鏡１０の位置に対応した
フレームレートを示すデータ項目「フレームレート」の値との組を予め記憶している。ま
た、記憶部２１４が記憶する距離閾値テーブルは、画像変化量を示すデータ項目「画像変
化量」の値と、距離閾値を示すデータ項目「距離閾値」の値との組を予め記憶している。
【０１０８】
　画像変化量算出部５１１は、画像保存部２１２が保存している画像データを用いて、画
像変化量を算出する。そして、距離閾値変更部３１１は、画像変化量算出部５１１が算出
した画像変化量と、記憶部２１４が記憶する距離閾値テーブルとに基づいて、距離閾値を
設定する。
【０１０９】
　そして、フレームレート設定部２１５は、位置推定部２１３が推定したカプセル内視鏡
１０の位置と、位置データベースが記憶しているデータ項目「座標」の値との距離が、距
離閾値変更部３１１が設定した距離閾値未満である場合に、当該データ項目「座標」の値
と組として記憶されているデータ項目「フレームレート」の値を、カプセル内視鏡１０の
撮像部１０１のフレームレートと決定する。その後、無線通信部２１１は、アンテナ部２
２のアンテナ素子２２１を介して、決定したカプセル内視鏡１０の撮像部１０１のフレー
ムレートを示す情報をカプセル内視鏡１０に対して送信する。
【０１１０】
　カプセル内視鏡１０の撮像部１０１は、体外端末５０から送信されたフレームレートを
示す情報で指定されるフレームレートで撮像を行う。これにより、カプセル内視鏡１０の
位置に応じて撮像部１０１のフレームレートを変更することができるため、カプセル内視
鏡１０の余分な電池の消耗を低減することができる。また、体腔内でのカプセル内視鏡１
０の画像変化量に応じて距離閾値を変更することで、カプセル内視鏡１０が取得した画像
データの変化量が大きい場合においても、確実にフレームレートの変更を指示することが
できる。
【０１１１】
（第５の実施形態）
　次に、本発明の第５の実施形態について図を参照しながら説明する。本実施形態におけ
るカプセル内視鏡システムは、第３の実施形態と同様に、カプセル内視鏡１０と体外端末
４０とを含んでいる。また、本実施形態におけるカプセル内視鏡１０は、第３の実施形態
におけるカプセル内視鏡１０と同様である。また、本実施形態における体外端末４０は、
第３の実施形態における体外端末４０と同様である。本実施形態と第３の実施形態とで異
なる構成は、体外端末４０の記憶部２１４が距離閾値加算テーブルを記憶している点と、
位置データベースの構成である。本実施形態における位置データベースの構成は、第２の
実施形態における位置データベースの構成と同様である。
【０１１２】
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　次に、距離閾値加算テーブルについて説明する。図１６は、本実施形態における距離閾
値加算テーブルのデータ構造を示した概略図である。距離閾値加算テーブルは「移動速度
」と「距離閾値加算量」とのデータ項目を有しており、各データ項目のデータを行毎に関
連付けて記憶する。データ項目「移動速度」は、カプセル内視鏡１０の速度を記憶する。
データ項目「距離閾値加算量」は、距離閾値加算量を記憶する。
【０１１３】
　図示する例では、行５０１のデータ項目「移動速度」に記憶されている値が「～５ｍｍ
／ｓ」であり、データ項目「距離閾値加算量」に記憶されている値が「＋５ｍｍ」である
。これは、カプセル内視鏡１０の移動速度が毎秒５ｍｍ未満である場合、距離閾値に５ｍ
ｍを加算することを示している。
【０１１４】
　また、図示する例では、行５０２のデータ項目「移動速度」に記憶されている値が「５
ｍｍ／ｓ～１０ｍｍ／ｓ」であり、データ項目「距離閾値加算量」に記憶されている値が
「＋１０ｍｍ」である。これは、カプセル内視鏡１０の移動速度が毎秒５ｍｍ以上１０ｍ
ｍ未満である場合、距離閾値に１０ｍｍを加算することを示している。
【０１１５】
　また、図示する例では、行５０３のデータ項目「移動速度」に記憶されている値が「１
０ｍｍ／ｓ～」であり、データ項目「距離閾値加算量」に記憶されている値が「＋２０ｍ
ｍ」である。これは、カプセル内視鏡１０の移動速度が毎秒１０ｍｍ以上である場合、距
離閾値に２０ｍｍを加算することを示している。
【０１１６】
　なお、図１６に示した例では、データ項目「移動速度」の値とデータ項目「距離閾値加
算量」の値との組を３組記憶しているが、これに限らない。また、患者が実際にカプセル
内視鏡１０を嚥下する前に、距離閾値加算テーブルの内容を設定しておく。
【０１１７】
　次に、距離閾値変更部３１１が、距離閾値加算量を設定する方法について説明する。距
離閾値変更部３１１は、速度算出部４１１が算出したカプセル内視鏡１０の移動速度を取
得し、距離閾値加算テーブルが記憶している距離閾値加算量のうち、取得した速度に関連
付けられている値を距離閾値加算量と設定する。例えば、距離閾値変更部３１１は、速度
算出部４１１が算出したカプセル内視鏡１０の移動速度が秒速３ｍｍである場合、距離閾
値加算量を５ｍｍと設定する。
【０１１８】
　次に、距離閾値変更部３１１が、距離閾値を設定する方法について説明する。距離閾値
変更部３１１は、位置データベースのデータ項目「距離閾値」の値に、設定した距離閾値
加算量を加算した値を距離閾値と設定する。例えば、距離閾値変更部３１１は、距離閾値
加算量が５ｍｍである場合、データ項目「座標」の値（１００，１８０，２５０）を用い
る場合の距離閾値を２０ｍｍ＋５ｍｍ＝２５ｍｍと設定し、データ項目「座標」の値（１
００，１００，２００）を用いる場合の距離閾値を３０ｍｍ＋５ｍｍ＝３５ｍｍと設定し
、データ項目「座標」の値（１００，２２０，５０）を用いる場合の距離閾値を２０ｍｍ
＋５ｍｍ＝２５ｍｍと設定する。
【０１１９】
　次に、フレームレート設定部２１５が、カプセル内視鏡１０の撮像部１０１のフレーム
レートを決定する方法について説明する。フレームレート設定部２１５は、位置推定部２
１３が推定したカプセル内視鏡１０の位置と、位置データベースに記憶されている座標が
示す位置との距離が、距離閾値変更部３１１が設定した距離閾値未満となった場合に、カ
プセル内視鏡１０の撮像部１０１のフレームレートを当該座標と関連付けて記憶されてい
るフレームレートと決定する。
【０１２０】
　次に、カプセル内視鏡１０の動作について説明する。カプセル内視鏡１０の動作は、第
１の実施形態におけるカプセル内視鏡１０の動作と同様である。
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【０１２１】
　次に、体外端末４０の動作について説明する。体外端末４０は、カプセル内視鏡１０か
ら送信される画像データを画像保存部２１２に保存する。また、体外端末４０は、カプセ
ル内視鏡１０の撮像部１０１のフレームレートを決定し、決定したフレームレートを示す
情報をカプセル内視鏡１０に対して送信する。
【０１２２】
　図１７は、本実施形態における体外端末４０が、カプセル内視鏡１０のフレームレート
を決定し、決定したフレームレートを示す情報をカプセル内視鏡１０に対して送信する動
作手順を示したフローチャートである。
【０１２３】
　ステップＳ５０１～ステップＳ５０３の処理は、第１の実施形態におけるステップＳ１
０１～ステップＳ１０３の処理と同様である。
【０１２４】
　（ステップＳ５０４）速度算出部４１１は、位置推定部２１３が推定したカプセル内視
鏡１０の推定位置の座標の経時変化に基づいて、カプセル内視鏡１０の移動速度を算出す
る。例えば、速度算出部４１１は、ステップＳ５０２の処理で位置推定部２１３が推定し
たカプセル内視鏡１０の座標と、この座標を推定したステップＳ５０２の処理よりも１回
前に実行したステップＳ５０２の処理で位置推定部２１３が推定したカプセル内視鏡１０
の座標と、この２つの座標間の移動に要した時間とに基づいて、カプセル内視鏡１０の移
動速度を算出する。その後、ステップＳ５０５の処理に進む。このステップＳ５０４の処
理を速度算出ステップとする。
【０１２５】
　（ステップＳ５０５）距離閾値変更部３１１は、ステップＳ５０４の速度算出ステップ
で速度算出部４１１が算出したカプセル内視鏡１０の移動速度と、記憶部２１４が記憶す
る距離閾値加算テーブルとに基づいて、距離閾値加算量を設定する。その後、ステップＳ
５０６の処理に進む。このステップＳ５０５の処理を距離閾値加算量決定ステップとする
。
【０１２６】
　（ステップＳ５０６）距離閾値変更部３１１は、位置データベースのデータ項目「距離
閾値」の各値に、ステップＳ５０５の距離閾値加算量決定ステップで設定した距離閾値加
算量を加算した値を距離閾値と設定する。その後、ステップＳ５０７の処理に進む。この
ステップＳ５０６の処理を距離閾値変更ステップとする。
【０１２７】
　（ステップＳ５０７）フレームレート設定部２１５は、ステップＳ５０２の位置推定ス
テップで位置推定部２１３が出力したカプセル内視鏡１０の座標情報と、ステップＳ５０
３の位置データベース情報取得ステップで読み出したデータ項目「座標」の値との２点間
の距離を、データ項目「座標」の値毎に算出する。その後、ステップＳ５０８の処理に進
む。このステップＳ５０７の処理を距離算出ステップとする。
【０１２８】
　（ステップＳ５０８）フレームレート設定部２１５は、ステップＳ５０７の距離算出ス
テップで算出した２点間の距離のうち、ステップＳ５０６の距離閾値変更ステップで距離
閾値変更部３１１が設定した距離閾値未満の距離があるか否かを判定する。ステップＳ５
０７の距離算出ステップで算出した２点間の距離のうち、ステップＳ５０６の距離閾値変
更ステップで距離閾値変更部３１１が設定した距離閾値未満の距離があるとフレームレー
ト設定部２１５が判定した場合にはステップＳ５０９の処理に進み、それ以外の場合には
ステップＳ５０１の処理に戻る。このステップＳ５０８の処理を閾値比較判定ステップと
する。
【０１２９】
　ステップＳ５０９～ステップＳ５１１の処理は、第１の実施形態におけるステップＳ１
０６～ステップＳ１０８の処理と同様である。
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【０１３０】
　上述したとおり、本実施形態によれば、体外端末４０の位置推定部２１３は、アンテナ
部２２が備える複数のアンテナ素子２２１が受信した信号レベルを用いてカプセル内視鏡
１０の位置検出を行う。また、記憶部２１４が記憶する位置データベースは、カプセル内
視鏡１０の位置を示すデータ項目「座標」の値と、カプセル内視鏡１０の位置に対応した
フレームレートを示すデータ項目「フレームレート」の値と、距離閾値を示すデータ項目
「距離閾値」の値との組を予め記憶している。また、記憶部２１４が記憶する距離閾値加
算テーブルは、カプセル内視鏡１０の移動速度を示すデータ項目「移動速度」の値と、距
離閾値加算量を示すデータ項目「距離閾値加算量」の値との組を予め記憶している。
【０１３１】
　速度算出部４１１は、位置推定部２１３が推定したカプセル内視鏡１０の推定位置の座
標の経時変化に基づいて、カプセル内視鏡１０の移動速度を算出する。そして、距離閾値
変更部３１１は、速度算出部４１１が算出したカプセル内視鏡１０の移動速度と、記憶部
２１４が記憶する距離閾値加算量テーブルとに基づいて、距離閾値加算量を設定する。ま
た、距離閾値変更部３１１は、位置データベースのデータ項目「距離閾値」の各値に、設
定した距離閾値加算量を加算した値を距離閾値と設定する。
【０１３２】
　そして、フレームレート設定部２１５は、位置推定部２１３が推定したカプセル内視鏡
１０の位置と、位置データベースが記憶しているデータ項目「座標」の値との距離が、距
離閾値変更部３１１が設定した距離閾値未満である場合に、当該データ項目「座標」の値
と組として記憶されているデータ項目「フレームレート」の値を、カプセル内視鏡１０の
撮像部１０１のフレームレートと決定する。その後、無線通信部２１１は、アンテナ部２
２のアンテナ素子２２１を介して、決定したカプセル内視鏡１０の撮像部１０１のフレー
ムレートを示す情報をカプセル内視鏡１０に対して送信する。
【０１３３】
　カプセル内視鏡１０の撮像部１０１は、体外端末４０から送信されたフレームレートを
示す情報で指定されるフレームレートで撮像を行う。これにより、カプセル内視鏡１０の
位置に応じて撮像部１０１のフレームレートを変更することができるため、カプセル内視
鏡１０の余分な電池の消耗を低減することができる。また、体腔内での臓器の動きによる
位置ばらつきや臓器の管腔太さに加え、カプセル内視鏡１０の移動速度に応じて距離閾値
加算量を変更することで、カプセル内視鏡１０に対して、より適切なフレームレートの変
更を指示することができる。
【０１３４】
（第６の実施形態）
　次に、本発明の第６の実施形態について図を参照しながら説明する。本実施形態におけ
るカプセル内視鏡システムは、第４の実施形態と同様に、カプセル内視鏡１０と体外端末
４０とを含んでいる。また、本実施形態におけるカプセル内視鏡１０は、第４の実施形態
におけるカプセル内視鏡１０と同様である。また、本実施形態における体外端末５０は、
第４の実施形態における体外端末５０と同様である。本実施形態と第４の実施形態とで異
なる構成は、体外端末５０の記憶部２１４が距離閾値加算テーブルを記憶している点と、
位置データベースの構成である。本実施形態における位置データベースの構成は、第２の
実施形態における位置データベースの構成と同様である。
【０１３５】
　次に、距離閾値加算テーブルについて説明する。図１８は、本実施形態における距離閾
値加算テーブルのデータ構造を示した概略図である。距離閾値加算テーブルは「画像変化
量」と「距離閾値加算量」とのデータ項目を有しており、各データ項目のデータを行毎に
関連付けて記憶する。データ項目「画像変化量」は、画像変化量を記憶する。データ項目
「距離閾値加算量」は、距離閾値加算量を記憶する。
【０１３６】
　図示する例では、行６０１のデータ項目「画像変化量」に記憶されている値が「～１０
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ピクセル／ｓ」であり、データ項目「距離閾値加算量」に記憶されている値が「＋５ｍｍ
」である。これは、画像変化量が毎秒１０ピクセル未満である場合、距離閾値に５ｍｍを
加算することを示している。
【０１３７】
　また、図示する例では、行６０２のデータ項目「画像変化量」に記憶されている値が「
１０ピクセル／ｓ～２０ピクセル／ｓ」であり、データ項目「距離閾値加算量」に記憶さ
れている値が「＋１０ｍｍ」である。これは、画像変化量が毎秒１０ピクセル以上２０ピ
クセル未満である場合、距離閾値に１０ｍｍを加算することを示している。
【０１３８】
　また、図示する例では、行６０３のデータ項目「画像変化量」に記憶されている値が「
２０ピクセル／ｓ～」であり、データ項目「距離閾値加算量」に記憶されている値が「＋
２０ｍｍ」である。これは、画像変化量が毎秒２０ピクセル以上である場合、距離閾値に
２０ｍｍを加算することを示している。
【０１３９】
　なお、図１８に示した例では、データ項目「画像変化量」の値とデータ項目「距離閾値
加算量」の値との組を３組記憶しているが、これに限らない。また、患者が実際にカプセ
ル内視鏡１０を嚥下する前に、距離閾値加算テーブルの内容を設定しておく。
【０１４０】
　次に、距離閾値変更部３１１が、距離閾値加算量を設定する方法について説明する。距
離閾値変更部３１１は、画像変化量算出部５１１が算出した画像変化量を取得し、距離閾
値加算テーブルが記憶している距離閾値加算量のうち、取得した画像変化量に関連付けら
れている値を距離閾値加算量と設定する。例えば、距離閾値変更部３１１は、画像変化量
算出部５１１が算出した画像変化量が秒速３ピクセルである場合、距離閾値加算量を５ｍ
ｍと設定する。
【０１４１】
　次に、距離閾値変更部３１１が、距離閾値を設定する方法について説明する。距離閾値
変更部３１１は、位置データベースのデータ項目「距離閾値」の値に、設定した距離閾値
加算量を加算した値を距離閾値と設定する。例えば、距離閾値変更部３１１は、距離閾値
加算量が５ｍｍである場合、データ項目「座標」の値（１００，１８０，２５０）を用い
る場合の距離閾値を２０ｍｍ＋５ｍｍ＝２５ｍｍと設定し、データ項目「座標」の値（１
００，１００，２００）を用いる場合の距離閾値を３０ｍｍ＋５ｍｍ＝３５ｍｍと設定し
、データ項目「座標」の値（１００，２２０，５０）を用いる場合の距離閾値を２０ｍｍ
＋５ｍｍ＝２５ｍｍと設定する。
【０１４２】
　次に、フレームレート設定部２１５が、カプセル内視鏡１０の撮像部１０１のフレーム
レートを決定する方法について説明する。フレームレート設定部２１５は、位置推定部２
１３が推定したカプセル内視鏡１０の位置と、位置データベースに記憶されている座標が
示す位置との距離が、距離閾値変更部３１１が設定した距離閾値未満となった場合に、カ
プセル内視鏡１０の撮像部１０１のフレームレートを当該座標と関連付けて記憶されてい
るフレームレートと決定する。
【０１４３】
　次に、カプセル内視鏡１０の動作について説明する。カプセル内視鏡１０の動作は、第
１の実施形態におけるカプセル内視鏡１０の動作と同様である。
【０１４４】
　次に、体外端末５０の動作について説明する。体外端末５０は、カプセル内視鏡１０か
ら送信される画像データを画像保存部２１２に保存する。また、体外端末５０は、カプセ
ル内視鏡１０の撮像部１０１のフレームレートを決定し、決定したフレームレートを示す
情報をカプセル内視鏡１０に対して送信する。
【０１４５】
　図１９は、本実施形態における体外端末５０が、カプセル内視鏡１０のフレームレート
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を決定し、決定したフレームレートを示す情報をカプセル内視鏡１０に対して送信する動
作手順を示したフローチャートである。
【０１４６】
　ステップＳ５０１～ステップＳ５０３の処理は、第１の実施形態におけるステップＳ１
０１～ステップＳ１０３の処理と同様である。
【０１４７】
　（ステップＳ６０４）画像保存部２１２は、無線通信部２１１がカプセル内視鏡１０か
ら受信した画像データを記憶する。その後、ステップＳ６０５の処理に進む。このステッ
プＳ６０４の処理を画像保存ステップとする。
【０１４８】
　（ステップＳ６０５）画像変化量算出部５１１は、画像保存部２１２が保存している画
像データを用いて、画像変化量を算出する。その後、ステップＳ６０６の処理に進む。こ
のステップＳ６０５の処理を画像変化量算出ステップとする。
【０１４９】
　（ステップＳ６０６）距離閾値変更部３１１は、ステップＳ６０５の画像変化量算出ス
テップで画像変化量算出部５１１が算出した画像変化量と、記憶部２１４が記憶する距離
閾値加算テーブルとに基づいて、距離閾値加算量を設定する。その後、ステップＳ６０７
の処理に進む。このステップＳ６０６の処理を距離閾値加算量決定ステップとする。
【０１５０】
　（ステップＳ６０７）距離閾値変更部３１１は、位置データベースのデータ項目「距離
閾値」の各値に、ステップＳ６０６の距離閾値加算量決定ステップで設定した距離閾値加
算量を加算した値を距離閾値と設定する。その後、ステップＳ６０８の処理に進む。この
ステップＳ６０７の処理を距離閾値変更ステップとする。
【０１５１】
　（ステップＳ６０８）フレームレート設定部２１５は、ステップＳ６０２の位置推定ス
テップで位置推定部２１３が出力したカプセル内視鏡１０の座標情報と、ステップＳ６０
３の位置データベース情報取得ステップで読み出したデータ項目「座標」の値との２点間
の距離を、データ項目「座標」の値毎に算出する。その後、ステップＳ６０９の処理に進
む。このステップＳ６０８の処理を距離算出ステップとする。
【０１５２】
　（ステップＳ６０９）フレームレート設定部２１５は、ステップＳ６０８の距離算出ス
テップで算出した２点間の距離のうち、ステップＳ６０７の距離閾値変更ステップで距離
閾値変更部３１１が設定した距離閾値未満の距離があるか否かを判定する。ステップＳ６
０８の距離算出ステップで算出した２点間の距離のうち、ステップＳ６０７の距離閾値変
更ステップで距離閾値変更部３１１が設定した距離閾値未満の距離があるとフレームレー
ト設定部２１５が判定した場合にはステップＳ６１０の処理に進み、それ以外の場合には
ステップＳ６０１の処理に戻る。このステップＳ６０９の処理を閾値比較判定ステップと
する。
【０１５３】
　ステップＳ６１０～ステップＳ６１２の処理は、第１の実施形態におけるステップＳ１
０６～ステップＳ１０８の処理と同様である。
【０１５４】
　上述したとおり、本実施形態によれば、体外端末５０の位置推定部２１３は、アンテナ
部２２が備える複数のアンテナ素子２２１が受信した信号レベルを用いてカプセル内視鏡
１０の位置検出を行う。また、記憶部２１４が記憶する位置データベースは、カプセル内
視鏡１０の位置を示すデータ項目「座標」の値と、カプセル内視鏡１０の位置に対応した
フレームレートを示すデータ項目「フレームレート」の値と、距離閾値を示すデータ項目
「距離閾値」の値との組を予め記憶している。また、記憶部２１４が記憶する距離閾値加
算テーブルは、画像変化量を示すデータ項目「画像変化量」の値と、距離閾値加算量を示
すデータ項目「距離閾値加算量」の値との組を予め記憶している。
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【０１５５】
　画像変化量算出部５１１は、画像保存部２１２が保存している画像データを用いて、画
像変化量を算出する。そして、距離閾値変更部３１１は、画像変化量算出部５１１が算出
した画像変化量と、記憶部２１４が記憶する距離閾値加算量テーブルとに基づいて、距離
閾値加算量を設定する。また、距離閾値変更部３１１は、位置データベースのデータ項目
「距離閾値」の各値に、設定した距離閾値加算量を加算した値を距離閾値と設定する。
【０１５６】
　そして、フレームレート設定部２１５は、位置推定部２１３が推定したカプセル内視鏡
１０の位置と、位置データベースが記憶しているデータ項目「座標」の値との距離が、距
離閾値変更部３１１が設定した距離閾値未満である場合に、当該データ項目「座標」の値
と組として記憶されているデータ項目「フレームレート」の値を、カプセル内視鏡１０の
撮像部１０１のフレームレートと決定する。その後、無線通信部２１１は、アンテナ部２
２のアンテナ素子２２１を介して、決定したカプセル内視鏡１０の撮像部１０１のフレー
ムレートを示す情報をカプセル内視鏡１０に対して送信する。
【０１５７】
　カプセル内視鏡１０の撮像部１０１は、体外端末５０から送信されたフレームレートを
示す情報で指定されるフレームレートで撮像を行う。これにより、カプセル内視鏡１０の
位置に応じて撮像部１０１のフレームレートを変更することができるため、カプセル内視
鏡１０の余分な電池の消耗を低減することができる。また、体腔内での臓器の動きによる
位置ばらつきや臓器の管腔太さに加え、画像データから算出した画像変化量に応じて距離
閾値加算量を変更することで、カプセル内視鏡１０に対して、より確実にフレームレート
の変更を指示することができる。
【０１５８】
（第７の実施形態）
　次に、本発明の第７の実施形態について図を参照しながら説明する。本実施形態におけ
るカプセル内視鏡システムは、第１の実施形態と同様に、カプセル内視鏡と体外端末とを
含んでいる。また、本実施形態におけるカプセル内視鏡は、第１の実施形態におけるカプ
セル内視鏡と同様である。本実施形態と第１の実施形態とで異なる構成は、本実施形態に
おける体外端末が、入力部と、位置データベース選択部と、位置データベース設定部とを
備え、位置データベースのデータ項目「座標」の値を容易に更新することができる点であ
る。
【０１５９】
　図２０は、本実施形態における体外端末６０の構成を示したブロック図である。図示す
る例では、体外端末６０は、本体部６１とアンテナ部２２とを備えている。アンテナ部２
２の構成は、第１の実施形態におけるアンテナ部２２の構成と同様である。本体部６１は
、無線通信部２１１と、画像保存部２１２と、位置推定部２１３と、記憶部２１４と、フ
レームレート設定部２１５と、入力部６１１と、位置データベース選択部６１２と、位置
データベース設定部６１３とを備えている。無線通信部２１１と、画像保存部２１２と、
位置推定部２１３と、記憶部２１４と、フレームレート設定部２１５とは、第１の実施形
態における各部と同様である。
【０１６０】
　入力部６１１は、例えば、タッチパネル等の入力デバイスで構成され、入力操作情報の
入力を受け付ける。位置データベース選択部６１２とは、入力部６１１が入力を受け付け
た入力操作情報に従って、位置データベースに記憶されているデータ項目「座標」の値と
、データ項目「フレームレート」との値の組（データセット）のうち、１つの組を選択す
る。位置データベース設定部６１３は、位置データベース選択部６１２が選択した組のデ
ータ項目「座標」の値に、位置推定部２１３が推定したカプセル内視鏡１０の位置を示す
座標を設定する。
【０１６１】
　次に、位置データベースのデータ項目「座標」の値を更新する方法について説明する。
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図２１は、本実施形態における体外端末６０が、位置データベースのデータ項目「座標」
の値を更新する動作手順を示したフローチャートである。
【０１６２】
　（ステップＳ７０１）医師や患者等の操作者は、起動したカプセル内視鏡１０を、位置
データベースに登録したい位置近辺の体表面に配置する。その後、ステップＳ７０２の処
理に進む。図２２は、本実施形態における座標と人体との関係を示した概略図である。図
示する例では、位置データベースのデータ項目「座標」の値を、体表面Ｂ３を示す座標と
する例を示しており、体表面Ｂ３にカプセル内視鏡１０を配置している。
【０１６３】
　以下、図２１の説明に戻る。
　（ステップＳ７０２）医師や患者等の操作者は、入力部６１１を操作し、位置データベ
ースのデータ項目「座標」の値のうち、更新する値を指定する入力を行う。位置データベ
ース選択部６１２は、入力部６１１が受け付けた入力に基づいて、位置データベースのデ
ータ項目「座標」の値のうち、更新する値を選択する。その後、ステップＳ７０３の処理
に進む。このステップＳ７０２の処理を位置データベース選択ステップとする。
【０１６４】
　（ステップＳ７０３）複数のアンテナ素子２２１は、カプセル内視鏡１０から送信され
る信号（変調信号もしくは無変調搬送波）をそれぞれ受信する。続いて、無線通信部２１
１は、複数のアンテナ素子２２１が受信した信号の信号レベル（受信信号強度）を測定す
る。その後、ステップＳ７０４の処理に進む。このステップＳ７０３の処理を信号受信ス
テップとする。
【０１６５】
　（ステップＳ７０４）位置推定部２１３は、ステップＳ７０３の処理で無線通信部２１
１が測定した複数のアンテナ素子２２１が受信した信号の信号レベル（受信信号強度）を
用いて、カプセル内視鏡１０の位置を推定する。その後、ステップＳ７０５の処理に進む
。このステップＳ７０４の処理を位置推定ステップとする。
【０１６６】
　（ステップＳ７０５）位置データベース設定部６１３は、ステップＳ７０２の位置デー
タベース選択ステップで位置データベース選択部６１２が選択した組のデータ項目「座標
」の値に、ステップＳ７０４の位置推定ステップで位置推定部２１３が推定したカプセル
内視鏡１０の位置を示す座標を設定する。なお、実際には、体表面と体腔内の位置の距離
の分だけ離れているため、医師や患者等の操作者が入力部６１１に入力した指定値もしく
は固定値の分だけ座標をオフセットさせて、位置データベースのデータ項目「座標」の値
に設定するようにしてもよい。その後、ステップＳ７０６の処理に進む。このステップＳ
７０５の処理を位置データベース設定ステップとする。
【０１６７】
　（ステップＳ７０６）医師や患者等の操作者は、処理を終了する場合、所定の終了操作
を入力部６１１に対して入力する。入力部６１１は、所定の終了操作（例えば、登録変更
終了ボタンの押下）を検出した場合には処理を終了し、それ以外の場合にはステップＳ７
０１の処理に戻る。
【０１６８】
　なお、カプセル内視鏡１０の撮像処理や、カプセル内視鏡１０のフレームレートの設定
処理は、上述した第１の実施形態～第６の実施形態に示した処理のいずれを用いるように
してもよい。
【０１６９】
　上述した構成および動作により、本実施形態によれば、体外端末６０は、例えば、患者
がカプセル内視鏡１０を嚥下する前に、医師の指導のもと、体表に貼り付けたカプセル内
視鏡１０からの信号を受信して位置データベースを書き変えることができる。こうするこ
とで、体型やアンテナ部２２の取り付け具合等の個人差を考慮した上で、フレームレート
の変更を指示することができる。
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【０１７０】
　以上、この発明の第１の実施形態～第７の実施形態について図面を参照して詳述してき
たが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しな
い範囲の設計等も含まれる。
【０１７１】
　なお、上述した第１の実施形態～第７の実施形態におけるカプセル内視鏡１０と、体外
端末２０，３０，４０，５０，６０とが備える各部の機能全体あるいはその一部は、これ
らの機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して
、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行する
ことによって実現しても良い。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、ＯＳや
周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
【０１７２】
　また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気
ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハー
ドディスク等の記憶部のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」と
は、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信
する場合の通信線のように、短時刻の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合の
サーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時
刻プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能
の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステ
ムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
【符号の説明】
【０１７３】
　１・・・カプセル内視鏡システム、１０・・・カプセル内視鏡、２０，３０，４０，５
０，６０・・・体外端末、２１，３１，４１，５１，６１・・・本体部、２２・・・アン
テナ部、１０１・・・撮像部、１０２・・・無線通信部、１０３・・・制御部、２１１・
・・無線通信部、２１２・・・画像保存部、２１３・・・位置推定部、２１４・・・記憶
部、２１５・・・フレームレート設定部、２２１・・・アンテナ素子、３１１・・・距離
閾値変更部、４１１・・・速度算出部、５１１・・・画像変化量算出部、６１１・・・入
力部、６１２・・・位置データベース選択部、６１３・・・位置データベース設定部
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